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Ⅰ 西日本部会・統一論題報告 

 

国際統合報告フレームワークの現状と課題 
―原則主義，比較可能性，法域―  
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 本稿は，先行研究と公表された航空会社の統合報告書の事例分析を題材

として，統合報告フレームワーク（以下，FW）の現状と課題について，原

則主義，比較可能性，法域という 3 つの視点から考察している。  

新しい会計基準や情報開示制度への転換がはかられようとする時，その

効果は最初限定的である。これは，IFRS 導入企業が当初少なく，年々増加

していることからも明らかであろう。本稿で取り上げる統合報告書の場合

も各企業が導入する過程で開示内容や方法を改良することによって，その

効果はより大きく確実なものになることが期待されている。  

同時に，複数の会計基準設定主体が基準開発を行うことで，相互に他の

会計基準の理論や開示実態を学習しながら基準開発のプロセスが加速され

ることになれば，会計規制全体としては一つの基準設定主体で開発に取り

組んだ場合よりも早い進歩（つまり有用性の向上）が見込まれるであろう。 

国際統合報告評議会の成立経緯を見る限り，国際的な会計規制を取り巻

く会計基準設定主体間の関係は，競争と協調が同時に発生している状況（コ

ーペティション：Co-opetition）と捉えることができる。こうした環境下

では，各国の諸制度と親和性が高い原則主義に基づく FW が法域を超えや

すいという利点を発揮するものの，結果として作成された統合報告書の比

較可能性は低下する可能性があることを指摘した。事例分析の結果からは，

今後の課題として統合報告書の質保証の必要性が示唆された。様々なステ

ークホルダーに最適な企業実態を開示することと比較可能性の担保はトレ

ードオフの関係ではあることから，今後はベスト・プラクティスの積み重

ねを通じて FW ないし統合報告書作成ガイドラインの改善が望まれる。  

要  旨 
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Ⅰ はじめに 

 企業が任意で公表する各種の報告書は様々

な形態や内容で氾濫していると言える(1)。その

ような環境下で統合報告書をステークホルダ

ーにとって有用なものとならしめるには，各国

の多様な開示制度と国際財務報告基準（以下，

IFRS）に代表される国際的な会計制度を切り

離して議論するのではなく，それらの諸制度の

特徴をとらえつつ制度設計を進めていくこと

が望ましいと考えられる。 

新しい会計・情報開示制度への転換が図られ

ようとするとき，その効果は最初限定的であろ

う。これは，IFRS 導入企業が当初少なく，年々

増加していることからも明らかである(2)。本稿

で取り上げる統合報告書の場合も各企業が導

入する過程で開示内容や方法を改良すること

によって，その効果はより大きく確実なものに

なることが期待されている。複数の会計基準設

定主体（ないし基準等の開発組織）が存在する

ことで，相互に他の会計基準の理論や開示実態

を学習しながら基準開発のプロセスが加速さ

れることになれば，会計規制全体としては一つ

の基準設定主体で開発に取り組んだ場合より

も早い進歩（つまり有用性の向上）が見込まれ

るであろう(3)。 

現在，財務情報と非財務情報の統合開示を目

的とした統合報告書は国際統合報告フレーム

ワーク（以下，FW）に従い作成される必要が

ある。FWを巡る先行研究は多数存在し，主と

して企業価値の概念，統合報告の体系，財務情

報と非財務情報の統合，および開示事例分析な

どから論じられてきた。 

そこで，本稿では，先行研究，日本での導入

事例を踏まえて，会計領域で進む国際標準化(4)

における FW の位置づけを再確認すると共に，

原則主義，比較可能性，法域という 3 つの視点

から FW の現状と課題について考察していく。 

 そのために，まず，FW を公表した国際統合

報告評議会（以下，IIRC とする）について概

説する。FW の理解のためには，それを作成す

る国際統合報告評議会のアイデンティティと

位置付け，構成メンバーの特徴などを基礎知識

として知っている必要があるからである。次に，

FW の現状について概説する。すでに多くの書

籍，論文において FW や統合報告書の特徴や課

題について研究されているので，それらを紹介

しつつ本稿では IFRS の国際化との比較から論

じていく。最後に，FW を含めた国際統合報告

書の抱えている課題を明らかにするために日

本の航空会社により公表された統合報告書の

事例をもとに考察を加える。したがって，本稿

で用いる研究手法は主として文献研究とケー

ススタディに依拠している。 

考察の結果，統合報告書には，多種多様な報

告書の公表による情報の氾濫を解消する役割

があるとともに，非財務情報を含めた情報開示

により，広範なステークホルダーに情報提供を

行えることが明らかとなった。原則主義に基づ

くFWは法域を超えた導入に利点があるもの

の，結果として比較可能性を低下させることに

つながり，今後は統合報告書の質保証が重要で

あることを指摘した。 

 

Ⅱ 国際統合報告評議会の概要 

1．国際統合報告評議会の創設とその

背景 

 周知の通り IFRS は民間セクターの組織であ

る IASB により作成されており，会計基準以外

の会計士に関わる基準，具体的には国際監査基

準，国際会計教育基準，国際会計士倫理基準，

国際公会計基準などはそれぞれ国際会計士連

盟（以下，IFAC）により設置された審議会で
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図表 1 IFAC を中心とした会計制度設計組織の相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）関川［2010］，スライド 4 をもとに一部加筆修正。 

 

作成されている。図表 1 から明らかなように，

IIRC に関しては，IFAC 内に設置されたもので

はない。相関図内の各組織とは密接な関係を持

ちつつも独立して存在している点は，他の国際

的な基準設定主体との相違点として指摘でき

る。 

ここでは IIRC の創設とその背景について確

認しておこう。どのような組織にもその創設に

何らかの意図や動機が背景にあり，組織のアイ

デンティティがその後の組織運営の方向性を

決定づけると考えられるからである。 

 IIRC は IFAC とグローバル・レポーティン

グ ・ イ ニ シ ア テ ィ ブ （ Global Reporting 

Initiative：以下，GRI）との共同でアカウンテ

ィング・フォア・サスティナビリティ・プロジ

ェクト（Accounting for Sustainability：以下，

A4S）により 2010 年 7 月に設立されており，

その後 2012 年 1 月より独立組織化されている

(5)。 

GRI は国際的なサステナビリティ・レポーテ

ィングのガイドライン作りを使命とする非営

利団体（本部はオランダ）であり，国連環境計

画（UNEP）の公認団体である。現在 GRI ガ

イドライン第 4 版が公表されており，開示項目

が詳細に設定されている。また，A4S は，2004

年に英国チャールズ皇太子により開始され，21

世紀に直面する持続可能性課題に対応するこ

とのできる意思決定及び報告システムを開発

しているプロジェクトである。 

 このような創設経緯に加え IIRC では，現在

3 つのパートナー(6)を有しており，多くの組織

の支援により統合報告書を広めつつある。IIRC

という組織の創設経緯とその運営，各組織での

基準開発・改訂から理解できることの一つとし

 
IIRC 
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て，IIRC と会計や開示規制を制定する組織・

機関との関係が「競争」（コンペティション：

competition）だけではなく「協調」（コーぺレ

ーション：Cooperation）をも含んでいるとい

う点を指摘できそうである。つまり両者が同時

に発生している状況（コーペティション：Co- 

opetition(7)）ととらえることができるのではな

いだろうか。 

 

2．使命，ビジョン，目的，体制，構

成員 

IIRC の長期的なビジョンは，統合報告が企

業報告の規範となり，統合思考が公的・民間セ

クターの主活動に組み込まれた世界の実現に

あり（IIRC［2013b］，2 頁），その結果として，

金融安定化と持続可能性を目的としている。

IIRC は，規制当局，投資家，企業，基準設定

主体，会計専門職や NGO などマルチ・ステー

クホルダーにより構成されるグローバルな有

志連合（coalition）である。IIRC は，コーポ

レートレポーティングの進化における次のス

テップとして価値創造に関するコミュニケー

ションを推進しており，Barry Melancon 氏を

チェアマン，Paul Druckman 氏を最高経営責

任者（CEO）として運営されているが，現在の

組織構造は図表 2 の通りである。 

現在，審議会は 12 名（経済同友会副代表幹

事の小林いずみ氏を含む），評議会は 65 名／団

体（日本公認会計士協会会長の森公高氏を含

む），アンバサダーは 30 名（国際評価基準委員

会，有限責任あずさ監査法人理事の山田辰己氏

を含む），事務局は 27 名（高橋範江氏，小澤ひ

ろこ氏を含む），ガバナンス・指名委員会 7 名

で構成されている(8)。多用な組織や人材を取り

込んで制度形成をしている点が特徴でもある。 

 

Ⅲ FW と統合報告書の現状 

1．FW の公表経緯と特徴 

簡単に国際統合報告フレームワークが公表

された経緯について確認すると次の通りであ

る。IIRC からディスカッションペーパー(9)が出 

 

図表 2 Structure of The IIRC 

 

（出所）Structure of The IIRC, http://integratedreporting.org/the-iirc-2/Structure- of-the-iirc/ 

（2015 年 9 月 30 日現在）. 
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されたのが 2011 年 9 月，コンサルテーション

草案(10)が出されたのが 2013 年，そしてフレー

ムワーク(11)が同年 12 月に公表されている。 

IIRC によると統合報告書は，次のように定

義されている。「統合報告書は，組織の外部環

境を背景として，組織の戦略，ガバナンス，実

績，及び見通しが，どのように短，中，長期の

価値創造を導くかについての簡潔なコミュニ

ケーションである」（IIRC［2013b］，par.1.1）。

統合報告書は，フレームワークに準拠して作成

されなければならない（IIRC［2013b］，par.1.2）

が，上記の定義から理解できるように，単に過

去の実績値だけではなく，将来的な見通し，つ

まり将来情報についても記載が必要であり，そ

の時間軸は中長期的に及ぶものでなければな

らないという点で特徴がある。 

また，財務資本の提供者以外にも，従業員，

顧客，サプライヤー，事業パートナー，地域社

会，立法者，規制当局，政策立案者などすべて

のステークホルダーに有益となるように作成

されなければならなかったり，様々な形式で作

成（法的開示，独立した報告書，他の報告書内

の一部として）することが容認されていたりす

る点で特徴的でもある。とりわけ形式面に拘泥

しない点は，IIRC の FW が各国の情報開示制

度と調和戦略を用いているととらえることが

できよう。 

準拠すべきフレームワークの目的は，「統合

報告書の全般的な内容を統括する指導原則及

び内容要素を規定し，それらの基礎となる概念

を説明すること」（IIRC［2013b］，par.1.3）に

ある。 

 

2．FW の規定 

FW は，特定の主要業績使用（KPI: Key 

Performance Indicator），測定方法，または

個々の課題の開示を規定するものではないが，

統合報告書がフレームワークに準拠する際に

適用することが求められる要求事項を設けて

いる（IIRC［2013b］，4 頁）。また，法的要請

に対応する形で作成されたり，独立した報告書

として作成されたりすることから，法定開示と

任意開示の両面を持ち合わせていると言える。

さらに，組織の価値創造能力を分析する上で利

用可能な，統合報告書に含まれるべき情報を特

定する反面，組織の戦略の質や実績水準等を評

価するための基準を設定するものではないと

いう点が規定されている。 

窪田［2012］は，企業の公表するアニュアル

レポートは法定開示資料ではなく，任意開示資

料であるが，すでにアニュアルレポートが事実

上の統合報告になっていると指摘している（窪

田［2012］，77-78 頁）(12)。同時にアニュアル

レポートは任意開示であるがゆえに作成しな

い企業もあることから，統合報告書といった規

格を決めて発行を義務付ける必要性（窪田

［2012］，78 頁）も指摘している。このような

指摘がみられるものの，FW では様々な要求事

項が設定されていることから，現在，日本で公

表されている統合報告書と言われるものの中

には「自己表明型（自称）統合報告書」（古庄

［2015］，77-79 頁）が多数存在していると考

えられる。 

 

3．統合報告書に関する先行研究と類

型化 

 金田［2012］は，統合報告書公表の嚆矢とし

て武田薬品工業を事例にあげ CSR 報告書+ア

ニュアルレポートと環境レポート+アニュアル

レポートを公表する時期を経て「形式面の One 

Report 化」と「内容面の One Report 化」を通

じて，統合報告をスタートさせたと指摘してい

る（金田［2012］，56-61 頁）。同社は 2006 年

以降，財務情報と非財務情報の統合版アニュア
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ルレポートを発行しているが，統合報告に至る

過程では既存の報告書を合冊するところから

始めている企業が散見される。ただ，古庄［2015］

も指摘するように，統合報告がいわゆる紙媒体

の一冊の報告書を連想させるワンレポートと

同義ではないことに注意しなければならない

（古庄［2015］，68 頁） 

日本公認会計士協会［2015］は，『経営研究

調査会研究報告第 55 号「統合報告の国際事例

研究」』を 2015 年 5 月 18 日に公表し，IIRC

から 2013 年 12 月に国際統合報告フレームワ

ークが発行された後に公表された 2013 事業年

度を対象とする海外の年次報告書を対象とし

て統合報告の実務動向について調査・検討した

結果を取りまとめている。研究報告では，地

域・業種を横断的に 9 社の事例を抽出し，主に

①報告体系と②開示の特徴の二つの側面に焦

点を当てて検討されている。このような試みは，

実務帰納的に制度設計を行う上で有効なアプ

ローチであろう。 

古賀［2015］は，統合報告について制度的背

景・意義・特徴，先行企業のベスト・プラクテ

ィスの 20 事例を詳細で緻密に分析・解析する

ことによって統合報告のあり方を検討してい

る。当然ながら企業によって価値創造方法は異

なることから，ある企業のベスト・プラクティ

スが他の企業にそのままあてはまるとは言い

難い。したがって，事業や業種を踏まえた事例

研究の必要性が指摘できる。 

KPMG［2015］の調査によると，2014 年度

は 142 社が統合報告書を発行しており，東証 1

部上場は 130 社，他市場 5 社，非上場 7 社であ

った。その中で IIRC の FW に言及したのは

26%（37 社）であることから，自己表明型統合

報告書が約 7 割と考えられる。ページ数は，31

～60 ページの分量が 42%（平均 71 ページ，日

英開示 85%）と最も多いが，向山［2015］が

懸念を示すように，作成目的や作成コストの関

係から重要性の名のもとに切り捨てられてし

まう情報（向山［2015］，94 頁）も出ていると

想定できる。価値創造と密接に関わるビジネス

モデルの開示は 42%（59 社），リスク情報独立

記載は 49%（70 社），非財務 KPI／KPI の記載

は 26%（37 社），リスク管理方針・状況説明は

26%（18 社），ビジネスモデルの長期的見通し

の説明 12%と，開示割合が半数以下にとどまっ

ている点に今後の課題が見て取れる。 

 以上で概観したように，数多くの統合報告書

に関する実態分析結果が公表されているが，た

とえば伊藤［2014］では，「論文や特集で検討

された議論の焦点は，企業価値の概念，統合報

告の体系，財務情報と非財務情報の統合という

3 つに大別」（伊藤［2014］，215 頁）されてい

る。そこで，具体的な議論の焦点も加えて先行

研究を要約すると図表 3 の通りである。 

 

4．航空会社による統合報告書の事例 

 先行研究では，数多くの事例研究が行われて

いたが，同業他社比較の事例は見られなかった。

そこで，古賀［2015］を発展させる形で，本稿

では同じ業種に属する企業の時系列，他社比較

を行うことを通じて統合報告書の現状と課題

について考察していきたい。 

 事例として取り扱うのは，国内航空大手 2 社

（ANA と JAL）である。航空会社は航空法と

いう業法に縛られるものの，財務諸表の作成に

関しては一般事業会社と同様であり特殊な処

理を必要としておらず，CSR 報告書や環境報告

書，その他の業種固有の報告書（たとえば，安

全報告書(13)）などをこれまで公表している点か

ら統合報告書の現状と課題を明らかにするう

えで有益な業種であると考え事例として選択

した。 

 用いた資料は，両社の 2013 年，2014 年資料 
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図表 3 先行研究の類型化 

分類 議論の焦点 書籍，論文等 
企業価値 ・誰のためのどのような企業価値創造なのか

という課題についての研究 
・経済価値と社会価値を統合したシェアー

ド・バリュー（shared value）創造に関す

る研究 

戸田［2012］，窪田［2012］，田中宏昌

［2012］，與三野［2012］，三代［2012］ 

統合報告体系 ・統合報告書の作成における基本原則と内容

項目についての研究 
・他報告書との関係性に関する研究 

Eccles & Krzus［2010］，古庄［2012］，
加賀谷［2012］，金田［2012］，小西・神

藤［2014］，宝印刷［2014］，古庄［2015］，
向山［2015］ 

財務情報と 
非財務情報 
の統合 

・非財務情報で開示すべき内容に関する研究

・両社の関係性に関する研究 
Eccles & Krzus［2010］，窪田［2012］，
小西［2012］，與三野［2012］，宝印刷［2014］ 

開示事例分析 ・事例紹介（特徴や課題など） 
・報告の類型化・体系 
・記載内容の抽出 

Eccles & Krzus［2010］，金田［2012］，
小西・神藤［2014］，宝印刷［2014］，古

賀［2015］，日本公認会計士協会［2015］，
古賀・池田［2015］，阪［2015］，KPMG
［2015］ 

（出所）伊藤［2014］の分類を基礎として加筆のうえ筆者作成。 

 

である。これは JAL が 2009 年 4 月以来，発行

を行っておらず 2013年の「JAL Report 2013」

が再建後初めての資料であったことから，それ

に合わせる形で ANA の資料も 2013－2014 年

の資料としたからである。 

 日本航空株式会社［2013］によると，「JAL 

Report 2013」はアニュアルレポートと CSR 報

告書を統合させ発行したとあるが，ANA は単

に「アニュアルレポート」として公表している。

但し，ANA のグループ総務・CSR 部 CSR 推

進チームによると，2010 年から非財務情報と

財務情報をあわせた統合報告書「アニュアルレ

ポート」を発行していると述べられている(14)

ことから，統合報告書として扱うこととした。 

 まず JAL の資料を用いて 2013 年と 2014 年

の時系列比較分析を行った。次に，2014 年の

ANA と JAL の資料を用いて同業他社比較分析

を行った。分析の視点は，①報告書の内容及び

情報の開示方法に関する情報を提供すること

によって統合報告書の作成の基礎を提供する

ために 7 つの指導原則を定めていることから，

それらの原則に従った記述がみられるかとい

う点，および②統合報告書は 8 つの内容要素を

含むことから，それらの内容要素について言及

されているかという点である。それぞれを要約

すると図表 4，5 の通りである。 

すでに日本では 2003 年 3 月の企業情報の開

示制度に関する内閣府令改正により，2004 年

度4月以降の有価証券報告書においてリスクに

関する事項，経営者による財務・経営・成績の

分析（MD&A），コーポレートガバナンスに関

する事項の開示が求められていることから，上

記の 2 資料内でもそれらの記述が確認できた。

他の項目についても有価証券報告書に記載し

ている内容と多くの重複が見られた。 

両社ともアニュアルレポートと CSR 報告書

を統合したタイプ（古賀［2015］でいうⅡ型（結

合型））（古賀［2015］，46-49 頁）と捉えるこ

とができるが，空運業特有の KPI を積極的に

開示しており，両社での比較可能性が高いとい

う特徴も見られた。非財務 KPI から財務情報

を類推することが部分的に可能である点から， 
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図表 4 7つの指導原則に関する記述の時系列比較 

  JAL 2013 JAL 2014 
戦略的焦点と将来

志向 
長期視点が薄い。 長期視点が薄い。 

情報の結合性 記述がある。 ESG データが無くなる。 
ステークホルダー

との関係性 
記述がある。 顧客視点増加。 

重要性 長期視点が薄い。 
事業等のリスク記載が無くなる（Web
版に）。 

簡潔性 65 頁（Web 版は 68 頁）。 
65 頁，ガバナンスの一部が Web に

（Web 版は 82 頁）。 
信頼性と完全性 免責事項記載。 免責事項記載。 

首尾一貫性と 
比較可能性 

アニュアルレポートとCSR報告書を

統合した年であり，2012 年度の公表

資料がないため前年度比較はできな

い。 

2013 年と首尾一貫，比較可能。 

（出所）日本航空株式会社［2013］，日本航空株式会社［2014］をもとに作成。 

図表 5 8つの内容要素に関する言及の ANA・JAL 比較 

ANA 2014（総頁数，91 頁） JAL 2014（総頁数，65 頁） 
組織概要と 
外部環境 

社長メッセージ，ブランド戦略記載，

財務分析でも説明。 
市場環境認識あり。 

ガバナンス 
ガバナンスに 6 頁。社外取締役，コ

ンプライアンス言及。 
ガバナンスに 3 頁。Web 資料で補足

掲載。 
ビジネスモデル 事業別に説明。 セグメント別に説明。 

リスクと機会 
格付会社による評価を記載，リスク

21 個記載，CSR 方針で説明。 
CSR 頁内にて安全・安心頁を拡充。

安全報告書を Web 掲載。 
戦略と資源配分 中期経営戦略で説明 中期経営計画で説明。 

実績 
中期CSR方針に基づく活動実績一覧

を作成。 
2011－2013 の期間で目標・到達度に

ついて説明。 
見通し リスクマネジメントで説明。 財務セクションで説明。 
作成と表示の 
基礎 

編集方針記載あり。ステークホルダ

ーとのコミュニケーションに言及。

各種ガイドラインを参考に財務情

報，CSR 情報を統合して報告。 

（出所）ANA ホールディングス［2014］，日本航空株式会社［2014］をもとに作成。 

 

統合報告書の利用者にとっては有用な情報提

供となっていると言える。他の開示情報と統合

していることから，部分的に情報が紙媒体から

削除され，Web 掲載と紙媒体の併用に移行して

いる状況が把握できた。なお，頁数が多いほど

内容が充実していると言える。紙媒体ですべて

の情報を網羅することは必ずしも可能でない

ことから仕方のない面はあるが，情報利用者に

とっては，様々な情報提供媒体での情報提供で

はなくワンストップ型での情報提供が利便性

の観点から望ましいとも言えよう。 

 

Ⅳ FW の課題 

1．原則主義のガイダンス提供 

古賀［2011］は，基準設定において抽象的な

包括規定に焦点を置くのが原則主義であるの

に対して，具体的詳細規定に焦点を置くのが
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「細則主義」であるとし，真実かつ公正な外観

（true and fair view）の大原則に立つイギリス

の会計基準とその影響の強い IFRS は原則主義

指向であるのに対して，訴訟防衛が強いアメリ

カ会計基準や大陸法の詳細規定を伝統にもつ

日本基準は細則主義指向といえると述べてい

る（古賀［2011］，163 頁）。基準設定アプロー

チとして，原則主義がよいか細則主義がよいか

は明確でないが，財務報告の比較可能性や首尾

一貫性の点では細則主義が優れている一方，取

引の経済的実質を反映する点では原則主義が

支持されるとして，どちらのアプローチを取る

にしたとしても，実際の実務実践においては明

確かつ具体的なガイダンスが不可欠になる事

は言うまでもない（古賀［2011］，163 頁）。 

先述したように，IIRC はそもそも IFAC と

GRI の共同で A4S により設立されている点に

特徴を有していた。GRI は，現在 GRI ガイド

ライン第 4 版を公表し，様々な開示項目を設定

している。また，A4S は，A4S レポーティング

ガイドと例や財務会計担当者向けに，サステナ

ビリティを事業プロセスや意思決定に統合す

る際の問題の解決に役立つ4つの手引きを公表

している(15)。このように設立母体である GRI

と A4S がすでに詳細なガイドラインを公表し

ており，IIRC からは FW で原則主義のガイダ

ンス提供にとどまっている点は興味深い。 

国際統合報告評議会の成立経緯も踏まえて，

国際的な会計規制を取り巻く会計基準設定主

体間の関係を考えた場合，IIRC と他の組織間

では，「競争」と「協調」が同時に発生してい

る「コーペティション」状態と捉えることが可

能である。それは原則主義によるガイダンス提

供が詳細なガイドラインの提供に踏み込まな

い点から協調戦略としてとらえることが可能

である一方，非財務情報を包含した統合報告書

を推進する組織として IIRC が台頭しているか

らである。原則主義に基づく制度設計は IASB

でも見られることから IIRC と IASB の国際標

準化戦略には共通点を見出すことも可能と言

える。 

例えば小西［2015］は，英国での戦略報告書

（Strategic Report: SR），IASB での IFRS 実

務記述書「経営者の説明」（Management 

Commentary: MC）(16)，IIRC の FW が公表さ

れるまでの経緯を整理し，それぞれの審議内容

を考慮し合っているかのように公表されてい

ると指摘（小西［2015］，130 頁）しており，

ここからも近年，複数の会計制度は（法域や制

度の種類を超えて）相互に作用しながら発展し

ていると考えられる。 

 

2．比較可能性 

FW 自体は，原則主義アプローチに基づいて

いるが，これは，組織それぞれの状況に大きな

違いがあることを認めつつ，情報ニーズを満た

すうえで十分な比較可能性を確保するよう，柔

軟性と規範性との間で適切なバランスを取る

ことを目的としているからである（ IIRC

［2013a］，par.1.9）。その結果として，柔軟性

と規範性はトレードオフの関係でもあること

から，柔軟性が高い場合，比較可能性の低下に

つながるともいえるだろう。上述した航空会社

の事例を見る限り（自己表明型統合報告書であ

るとして割り引いたとしても），必ずしも比較

可能性が高まっているとは言えない。 

杉本［2013］は，SEC が「単一の高品質で

グローバルに認められた会計基準」をどのよう

に捉え，またどのような対応をみせているのだ

ろかという点について考察し，重視する財務情

報の質的特性が，「高品質」から「比較可能性」

へとシフトしていることを指摘している（杉本

［2013］，23-24 頁）。 

FW でも比較可能性について言及がみられ，
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統合報告書の情報が期間を超えて首尾一貫し，

組織の長期にわたる価値創造能力にとって重

要性のある範囲において，他の組織との比較を

可能にする方法によって表示するとしている

（IIRC［2013a］，par.3.54）が，IIRC も認め

るように各組織がそれぞれ独自の方法で価値

創造を行うため，統合報告書に含まれる個々の

情報は必然的に組織ごとに異なることになる

（IIRC［2013a］，par.3.56）。比較可能性を高

める手段としてベンチマーク・データや業界等

で標準化された定量的指標が示されているも

のの，すべての企業にとって比較可能な情報は

限られているだろう。このように原則主義に基

づく FW には比較可能性の視点から課題が見

て取れる。 

こうした中で，例えば，米国のサステナビリ

ティ会計基準を提供している Sustainability 

Accounting Standards Board（以下，SASB）

の場合，7 つの業種(17)に関する基準を公表して

いる。基準は業種ごとのマテリアリティを特定

し，企業に重要な影響を及ぼす可能性のあるサ

ステナビリティ課題の管理・情報開示を支援す

るためのものであるが，比較可能性を高める試

みとして興味深い。 

SASB のような組織は，Brandenburger and 

Nalebuff［1967］の言う，「補完的生産者」に

位置づけられるであろう。Brandenburger and 

Nalebuff［1967］は企業をめぐる競争の全体図

として価値相関図（Value Net）を示し，「補完

的生産者」を説明している(18)が，これを統合報

告書を巡る各組織に当てはめると次のように

示すことができる。つまり，IIRC 以外の組織

（たとえば，GRI や SASB）の基準やガイドラ

インを統合報告書作成企業が利用した時，それ

らを利用していないときよりも IIRC の FW を

利用して統合報告書を作成する企業にとって

の情報提供価値が増加する場合，それらの組織

（GRI や SASB）は補完的制度設計者とみなす

ことができる。各組織は，それぞれの目的に従

い様々な制度を生み出しているが，自らの制度

に不足する部分はいわばアウトソーシングす

る形で補完しあう関係が築かれていると要約

することもできよう。 

このような関係は統合報告書を巡る比較可

能性の視点のみならず，IASB の公表する IFRS

と各国の詳細な実務指針との関係でも成立す

る可能性が指摘できる。ここから，ますます多

様化する企業経営実務とそれに対応する会計

基準・開示制度は，もはや単一の高品質でグロ

ーバルに認められた会計基準のみで対応する

ことが困難となっていることを指摘できよう。 

 

3．法域を超えた導入のあり方 

田中［2010］によると，普通の資本主義国の

場合には中央政府が形成され，その政治権力が

財政や通貨などの経済制度を形成していくが，

西欧が始めた経済統合はEU政府を組織しない

まま，経済分野に国家と類似した制度を形成し

ており，単一市場や統一通貨はその典型的な例

であるとしている（田中［2010］，iv 頁）。大石

［2015］は，国際的な規制が，国内（national），

地域（transnational-regional），グローバル

（global）という多層構造で行われている（大

石［2015］，5 頁）と指摘している。国家は自

らの持つ（あるいは調達できる）リソースと，

民間において局所的に偏在するリソースの利

用可能具合を勘案して，会計基準を自らが設定

するのか，それとも民間の特定の主体に設定さ

せる（つまり「アウトソース」する）のかを決

定していると考えられ（大石［2015］，2 頁），

国家は主権の一部を国際機関に委譲し，また共

有することで，様々な問題を管理するようにな

ってきた（大石［2015］，5 頁）と述べている。 

IIRC の策定した FW に準拠した統合報告書
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を各国の企業等が作成することになれば，実質

的には，FW はアウトソースされた制度と言え

るのであろうか。統合報告は，世界の各法域に

おける様々な企業報告の発展と一貫した取り

組みであることを示しており，報告プロセスの

効率性向上に寄与するとしている（ IIRC

［2013b］，2 頁）。 

統合報告を企業報告の規範にしたいという

FW の目的に照らし合わせたとき，場合によっ

ては，各法域における強制力を伴った導入も視

野に入れなければならないかもしれない。各国

の制度設計に際しては，“Comply and Explain”

アプローチの適用も含めて今後の課題として

指摘しておきたい。 

 

Ⅴ おわりに 

FW に基づく統合報告書は，多数の他の報告

書との併存を可能な限り避ける形での存在（競

争を避ける競争戦略，つまり，カット・スロー

ト・コンペティションの回避）を目指している

ことから，従来の報告書からのスイッチング・

コストを最小化することも可能であり今後発

行の増加が予想される。具体的にはトリプル・

ボトムラインで情報を開示しているノボ・ノル

ディスク社の事例にみられるように，財務報告

は IFRS に基づき作成し，非財務情報報告は

GRI のガイドラインを用いて作成し，その上で

年次報告書の監査同様，非財務的な業績に対す

る保証も監査法人（PwC）が実施するという形

態（Eccles & Krzus［2010］，pp.11-14: 花堂

訳［2012］，11-15 頁）が想定できる。統合報

告書を中心として，会計領域における各種基準

や制度の関係性は一層深まることが予想され，

かつ国際標準化していくであろう。 

但し，FW が原則主義に基づく以上，各国・

各企業の特性を踏まえた独自の統合報告書が

公表される可能性は否定できない。一部の事例

から導き出したに過ぎないが，その場合の比較

可能性の担保，非財務情報の質保証については

現時点では十分であるとは言えないことから，

残された課題として統合報告書の質保証につ

いて指摘しておきたい。ISO のようにベストプ

ラクティスの成文化という標準化方法もある

が，IIRC の場合，実務から公正妥当なルール

を導くという帰納的なアプローチが適してい

るかはなお不明である。研究の蓄積による FW

の改訂が望まれる。 

従来の財務報告と統合報告書による非財務

情報の開示は非連続な技術変化ではなく，発展

的に補完しあう関係と位置付けられることか

ら，会計制度の国際化やそのダイナミズムにつ

いては今後の検討課題としたい。 

 
 
注 
（1）たとえば，加賀谷［2012］では，会計基準の

国際的統合化・収斂化を背景として開示ボリュ

ームが増加傾向にあり，アニュアルレポート，

事業報告書，環境報告書，CSR 報告書，情報セ

キュリティ報告書など多数の報告書を企業が公

表していると指摘している（79-80 頁）。一橋大

学の伊藤邦雄研究室の 2008 年調査によると，

日本企業は平均で 6～7 の報告書を作成してい

るという（80 頁）。上記以外にもマネジメント・

コメンタリー（MC），経営者による財政状態お

よび経営成績の検討と分析（MD&A），ガバナ

ンス報告書，知的財産報告書など多種多様な報

告書が公表されている。 
（2）IFRS 適用済，適用決定会社一覧からも明らか

なとおり，2010 年当初は適用会社数は少なかっ

たものの次第に増加していることが見て取れる

（日本取引所グループ［2015］，IFRS 適用済・

適用決定会社一覧, http://www.jpx.co.jp/listing/ 
stocks/ifrs/（2015 年 9 月 30 日閲覧））。なお，

金融庁が公表した『IFRS 適用レポート』では，

2015 年 3 月末現在で 75 社が適用している。 
（3）新宅［1994］，33-83 頁参照。 
（4）徳賀［1990］は，調和（harmony）と調和化

（harmonization）との関係をそれぞれ状態（a 
state）と過程（a process）と位置付け，調和は
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相違の減少した状態であり，幅のある概念とな

り，調和化は統一へ向かう過程であるとしてい

る（125-126 頁）。そこで，本稿では，国際標準

化を国際標準へ向かう過程と位置付けて考察を

進める。 
（5）Integrated Reporting, A4S Reporting Guides 

and Examples, 
https://www.accountingforsustainability.org/ 
connected-reporting/connected-reporting-a-how 
-to-guide（2015 年 7 月 22 日現在）. 

（6）CDP - Driving Sustainable Economies，IFRS 
Foundation および International Federation 
of Accountants（IFAC）である。 

（7）Co-opetition の詳細については，

Brandenburger and Nalebuff［1967］，嶋津・

東田訳［1997］を参照されたい。 
（8）Structure of The IIRC，

http://integratedreporting.org/the-iirc-2/ 
structure-of-the-iirc/を参照（2015 年 9 月 30
日現在）。 

（9）IIRC［2011］. 
（10）IIRC［2013a］. 
（11）IIRC［2013b］. 
（12）古庄［2015］は，自己表明型（自称）統合報

告書が我が国において広がり始めている点につ

いて，責任の所在を明らかにする必要性を指摘

している（79 頁）。 
（13）航空法第 111 条の 6（本邦航空運送事業者に

よる安全報告書の公表）において，「本邦航空運

送事業者は、国土交通省令で定めるところによ

り、毎事業年度、安全報告書（輸送の安全を確

保するために講じた措置及び講じようとする措

置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に

かかわる情報を記載し、又は記録した書面又は

電磁的記録（中略）を作成し、これを公表しな

ければならない。）と定められている。 
（14）環境報告書プラザ，統合報告書等の優良事例

の紹介「ANA ホールディングス株式会社」，

https://www.ecosearch.jp/ja/tgcase4.html
（2014 年 12 月 16 日 公開）より。 

（15）将来の不確実性の管理（Managing Future 
Uncertainty ），自然資本・社会資本会計

（Natural and Social Capital Accounting），資

本投資評価（CAPEX），投資家のエンゲージメ

ント強化（Enhancing Investor Engagement）
である。 

（16）なお，小西［2015］は，「IFRS 実務ステート

メント」を FW と比較したうえで，「IFRS 実務

ステートメント」には，信頼性と完全性の 2 つ

の説明原則とガバナンスおよびビジネスモデル

の 2 つの内容要素が示されていないのに対して，

 
FW では見当たらない情報の質的特性が「IFRS
実務ステートメント」で説明されていることか

ら，MC が財務報告の概念フレームワークの中

で検討されている証と述べている（小西［2015］，
130-132 頁）。 

（17）具体的には，次の 7 業種である。Agricultural 
Products，Meat，Poultry & Dairy，Processed 
Foods，Non-Alcoholic Beverages，Alcoholic 
Beverages，Tobacco，Household & Personal 
Products（SASB Issues Provisional 
Sustainability Accounting Standards for 
Consumption Industries，
http://www.prnewswire. com/ 
news-releases/sasb-issues-provisional-sustain
ability-accounting-standards-for-consumption
-industries-300106440.html（2015 年 9 月 30
日閲覧）。 

（18）Brandenburger and Nalebuff［ 1967］，

pp.16-27, 嶋津・東田訳［1997］，28-43 頁。 
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おける国際標準化」における筆者報告「国際統合報

告基準（IIRS）の現状と課題」に加筆修正を行った
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Ⅱ 東日本部会・統一論題報告 

 

国際会計基準とのコンバージェンスにおける 
重要論点 
―IASB 概念フレームワーク（公開草案）に関連して―  

 

 

倉  田  幸  路 
立教大学  

 

2015 年 12 月 19 日に明治大学で開催された

第 6 回国際会計研究学会東日本部会（委員長：

田中建二）における統一論題の座長を引き受け，

このテーマに関して一言述べたいと思います。 

 会計基準の国際的コンバージェンスが進み，

日本基準と国際会計基準（国際財務報告基準）

との相違もわずかなものとなっている。私見で

は，会計基準はその国の経済的状況に適合した

ものが選択される（多くの利害関係者が合意さ

れる）と考えられ，何らかの理論的背景をもと

に首尾一貫した会計基準がすべての国に適合

する会計基準になるとは考えられない。したが

って，日本基準と国際会計基準との相違は当然

の帰結であり，どうしてその相違があるのか，

またこのことからそれぞれの理論的背景を探

求することもわれわれ研究者に課せられた課

題であると考える。 

 また，新たな議論が進み新たな会計基準が設

定される方向にあるテーマや，これまで議論を

重ねてきてもなかなか結論が出ない問題も多

くある。今回はその中で，なかなか結論が出な

い問題として「負債と資本の区分」，新たに展

開されている問題として「リース取引の会計処

理」，また日本基準と国際会計基準と相違とし

て「減損会計（のれんの償却を含む）」，「純利

益と包括利益」の問題を取り上げることとした。 

 

Ⅰ 負債と資本の区別 

 株主から資金調達した部分が資本であり，企

業外部の第三者から資金調達した部分が負債

であることに異論はないが，新たな金融商品が

多数作りだされることにより，負債か資本かは

判断が要するものがある。負債の定義を厳密に

解釈すれば，将来の経済的資源の減少を伴わな

いものはすべて資本に分類されるが，最終危険

負担者から調達したものを資本とすれば，これ

以外から資金調達した部分は負債となる。この

ように，どこに区分するかは，負債と資本をど

のように定義するかにより違ってくることに

なる。日本では従来の「資本の部」を「純資産

の部」と読み替え，「株主資本」とその他の部

分を区別している。日本では，新株予約権は，

従来の負債区分から純資産の区分へ移動した

が，「株主資本」とは区別され，新株予約権保

有者が権利行使しなかった時には利益に振り

替えられる。米国基準や国際会計基準とは異な

る処理であり，形式的には純資産の部でありな

がら，実質的には負債と同じ扱いをしているこ

とになる。何らかの共通の規準が必要な点であ
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ると思われる。 

 

Ⅱ リース取引の会計処理 

 日本では，1993 年にリース取引に係る会計

基準が公表されたが，多くの企業は容認規定を

利用し，ファイナンス・リース取引を注記して

いたため，貸借対照表にリース取引が計上され

ることはまれであった。その後 2007 年に改訂

され，現在は貸借対照表にファイナンス・リー

スはオン・バランスされている。しかし，ファ

イナンス・リース取引に該当するリース取引だ

けがオン・バランスされているのであり，経済

価値基準（リース支払総額が取得原価の90％以

上）あるいは耐用年数基準（リース契約期間が

耐用年数の75％以上）を超えるリース取引だけ

がオン・バランスされている。この数値基準に

より，ファイナンス・リース取引に該当しない

契約を行うことによりオフ・バランスすること

もありうる。したがって新たな基準ではこの問

題を解決するために，使用権モデルにより，リ

ース取引により使用権を獲得している場合に

はオン・バランスする基準を開発している。し

かし，何度も討議資料，公開草案を繰り返して

いるように，新たな基準ができればまた新たな

リース契約によりオン・バランスを避けるとい

うような状況にある。今後，リース取引に関す

る会計処理をどのように考えていくかは非常

に重要な問題である。 

 

Ⅲ 減損会計 

 減損会計基準は米国基準と国際会計基準が

主要な論点でまったく異なるという点で，両者

の考えの違いが最も端的にあらわれている興

味深い基準である。国際会計基準では，減損の

認識に割引キャッシュ・フローを用い，実際の

測定にも使用価値（正味売却価格と割引現在価

値の大きい方）を用いる。正味売却価格が大き

い場合は使用し続けるよりも売却すると考え

られるので，使用を継続する場合には割引現在

価値で評価されることが多い。また，減損後使

用価値が上昇すれば，減損を計上した額を限度

に戻入れを行う。これに対して，米国基準では，

減損の認識に割引前キャッシュ・フローを用い，

減損を認識した時は公正価値で測定する。公正

価値は実際の売却市場時価であるため，使用価

値よりも低くなることが多い。また，公正価値

が上昇しても戻入れはしない。このようにみる

と，国際会計基準の方が早い段階で減損を認識

し，また使用価値が回復すれば新たな使用価値

で測定するというように，減損があった場合，

常に使用価値で測定し表示する基準である。こ

れに対して，米国基準は，名目投下額が回収で

きれば減損を認識せず，減損した場合は公正価

値（時価）まで下げ，価値が回復してもそのま

ま公正価値を持続する。これは，ビック・バス

にみられるような経営者の意図的な固定資産

の減価をさせないための基準として設定され

たこと，および米国には固定資産の増価を認め

る会計基準がないことから戻入れをしないと

いう米国特有の考え方が表れている。日本基準

では，減損の認識と戻入れをしないという点で

は米国基準と同じだが，減損を認識した後の測

定では国際会計基準と同じという折衷的な基

準となっている。 

 のれんに関しては，国際会計基準も米国基準

も規則償却はせず，減損のみを行う。これに対

して，日本基準では，最長 20 年で規則償却を

行い，その上で減損処理を行う。のれんに関し

て規則償却を行うか減損処理だけ行うか大き

な相違がある。このように，減損会計処理に関

してどう考えていくかも大きな問題である。 
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Ⅳ 純利益と包括利益 

 純利益を巡る問題も紆余曲折があった。米国

基準や日本基準では純利益を重視し，その他の

包括利益は，原則としてリスクから解放された

ときに純利益にリサイクリングされる。これに

対して，国際会計基準では，従来，討議資料等

で繰り返し純利益を排除し，包括利益のみを表

示することが議論され，現行の基準でも，その

他の包括利益の項目は，純利益にリサイクリン

グされる項目と持分変動計算書で利益に振り

替えられる項目がある。しかし，2015 年 5 月

に公表された概念フレームワークでは，純利益

を重視し，その他の包括利益は原則としてリサ

イクリングするという点で，日本基準との相違

は縮小しているように思われる。しかし，リサ

イクリングに適さない項目はその他の包括利

益で認識せず，純利益に計上することも考えら

れ，純利益の表示を巡る問題は会計の基本的考

え方によるものであるため，これからも重要な

問題であり続けると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらの 4 つの論点について，これらの問題

について多くの議論をしている，山田純平先生

（明治学院大学），菱山淳先生（専修大学），川

村義則先生（早稲田大学），齋藤真哉先生（横

浜国立大学）の 4 先生に報告をお願いした。報

告にあたっては，（1）現状の問題点，（2）2015

年 IASB概念フレームワークの影響という 2点

について触れていただくようお願いした。各先

生はそれぞれ独自の視点も織り込み充実した

報告に心より感謝したい。 

 また，ディスカッションを有意義なものにす

るため，コメンテータとして，藤田晶子先生（明

治学院大学）と古庄修先生（日本大学）にお願

いした。フロアからも多くの質問があり，報告

していただいた先生，コメンテータの先生，出

席していただいた先生に心よりお礼申し上げ

ます。 

 ここで議論したことは，簡単に結論が出る問

題ではありませんし，ここで何らかの方向性を

打ち出そうとするものでもありません。これか

らも続く議論の中で，少しでも参考になれば幸

いです。 
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IASB における負債と資本の区別とその問題点  
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本稿では，IASB における負債と資本の区別に関する議論を取り上げ，その議論

に会計上どのような問題があるかを検討する。  

 負債と資本を区別する問題は，IASB のなかでも比較的長い時間をかけて議論さ

れてきたにもかかわらず，なかなか決着が見られない分野のひとつである。この

問題は，単にバランスシート上で負債と資本を区別するということだけではなく，

資本と利益の区別にも影響を及ぼすため，会計上も重要な問題といえる。  

 現行制度では，原則的に，概念フレームワークにおける負債と資本の定義に基

づいて，両者の区別を行っている。ただし例外的に，固定対固定の条件やプッタ

ブル金融商品に関する規定が存在している。こうした現行制度に対しては，複雑

でかつわかりにくい，あるいはどのような考えに従って区別しているのかわから

ないといった批判があげられている。そこで，IASB からもさまざまな提案が出さ

れてきたが，いまだに有効な解決策は見いだされていない。  

 このように決着がつかない理由として，会計基準上は次の 2 点があげられる。

第 1 に，利益が誰のものであるかがはっきりとしないまま議論が進められている

点がある。現行の概念フレームワークでは，負債と資本の定義により両者を区別

し，その結果として算定される利益が誰のものか（利益の帰属先）については必

ずしも明確に示されているわけではない。ところが，負債と資本を区別するとき

に，利益の帰属先として株主集団を想定せざるを得ない場面があるため，ルール

が複雑化し，なかなか決着がつかないと考えられる。第 2 に，現行の概念フレー

ムワークでは，負債が経済的資源を引き渡す義務であるという考えが強すぎるこ

とがあげられる。プッタブル金融商品は，経済的資源を引き渡す義務なので定義

に従えば負債とされるが，それに反して資本とされることがある。そもそも負債

を経済的資源を引き渡す義務と定義すること自体が疑問視されることになるた

め，プッタブル金融商品についても，利益の帰属先といえるかどうかで負債か資

本かを区別するのが自然と考えられる。  

要  旨 
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Ⅰ 問題の所在―IASB における

議論の動向と問題点 

 2015 年 5 月，IASB から公表された公開草案

「財務報告に関する概念フレームワーク」（以

下，「2015 年公開草案」とする）では，負債と

資本(1)の定義に関する細かな変更はあるものの，

両者を区別する方法自体についてはほとんど

言及されていない。そのため，この区別の問題

は概念フレームワークとは別のプロジェクト

で扱われ，結論は先送りとされている(2)。 

 ただし，「2015 年公開草案」の代替的意見

（Alternative Views）のなかでは，負債の定義

についてもっと検討して，負債と資本を区別す

る問題に対処するべきであったとする見解が

紹介されている（pars.AV8～14）。そのため，

「2015 年公開草案」を公表する過程で，この

問題に多くの時間がかけられていたことがう

かがえる。 

 「2015 年公開草案」より以前の 2013 年 7

月に公表された討議資料「財務報告に関する概

念フレームワークの見直し」にさかのぼると，

負債と資本を区別する問題は，より大きな問題

として取り上げられていたことがわかる。そこ

では，両者を区別する新たな方法が提案されて

おり（この提案についてはⅢの3で後述する），

この問題について積極的な提言がなされてい

た。 

 後述するように，負債と資本を区別する問題

は，IASB のなかでもこれまで長い時間をかけ

て議論されてきた問題である。それにもかかわ

らず，今のところ，なかなか決着がつかない問

題といえる。 

 そこで本稿では，IASB における負債と資本

の区別の議論を詳しくみたうえで，なぜこの問

題に決着がつかないのかについて考察をする。

結論を先取りしていえば，決着がつかない理由

としては，IASB の概念フレームワークにおい

て，①負債と資本を区別する際に必要となる利

益の帰属先が必ずしも明らかではないこと，②

「負債＝経済的資源を引き渡す義務」という定

義が強すぎることがあげられる。 

 本稿では，以下の構成をとることにする。ま

ずⅡでは，IASB の議論を詳しくみる前に，負

債と資本を2つに区分することの重要性につい

て説明する。そのうえで，Ⅲで IASB における

議論を，現行制度の概要・問題点・解決策に分

けて整理する。その議論をもとにⅣでは，負債

と資本を区別する問題に決着がつかない理由

について考察する。 

 

Ⅱ 負債と資本の 2 区分にするこ

との重要性 

 負債と資本の区別に関する細かな会計ルー

ルに入る前に，ここでは両者を 2 つに区分にす

ることの重要性について触れることにする。 

一般に負債と資本のそれぞれの典型例であ

る社債と株式を比較すると，次の 3 つの違いが

あげられる(3)。第 1 に，社債の保有者には確定

した利息が支払われるのに対して，株式の保有

者（株主）には利益に応じた配当が支払われる。

そのため，株主のほうが社債の保有者よりもリ

スクが大きいことになる。第 2 に，社債は期限

までに確定した金額を返済する必要があるの

に対して，株式は原則的には返済する必要がな

い。第 3 に，議決権の有無があげられる。ここ

でいう議決権とは，株主総会における議決権を

指す。普通株主には議決権が与えられるのに対

して，社債の保有者には議決権が与えられるこ

とはない。以上をまとめると図1のようになる。 

ただし実際には，負債と資本の区別が困難な

金融商品が多く存在している。たとえば，強制

償 還 優 先 株 式 （ mandatorily redeemable 

preferred stock）は，法律上は株式であるが，

（発行者あるいは保有者の側の要請により）強
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図 1 負債と資本の違い 

B/S                利息と配当   返済の必要性   議決権 

                             他人資本     確定した   期限までに返済   なし 

                          （借入金や社債）   利息 

 

                 自己資本   利益に応じた  返済の必要なし   あり 

                 （株式）     配当 

 

 

制的に償還されるため返済義務のある社債に

近い。それとは逆に，永久債は社債の形態をと

るが，償還期限が存在しないため返済義務が無

いという点では株式に近い。 

 このように区別の困難な金融商品が数多く

存在するが，そもそも会計上両者の区別が重要

視されるのはなぜだろうか。その理由のひとつ

は，負債比率（負債／自己資本）や自己資本比

率（自己資本／総資産）のようなバランスシー

ト上の財務比率を算定するためである。この理

由は，バランスシート上の開示問題といえる。

実際の借入契約においては，バランスシートか

ら得られた比率をそのまま用いるわけではな

いが，バランスシート上の比率を良くみせよう

とするために，負債か資本かどちらか区別がし

にくい金融商品が設計される。そのため，会計

ルールとしても両者の区別をする必要が生じ

てくる。 

 もうひとつの理由として，負債と資本の区別

により，損益計算書上の利益が異なることがあ

げられる。会計上はこちらの理由のほうが重要

である。その一例として，利息と配当の処理が

あげられる。負債にかかる利息は，当期純利益

から控除されるのに対して，株式に支払われる

配当は当期純利益からは控除されることはな

い。このような違いが生じてくるのは，当期純

利益が株主に帰属する利益であると考えられて

いるからである（図 2 参照）。 

同様に損益計算書上の利益が異なってくる

場面として，返済時（ないし償還時）の処理が

あげられる。負債が返済された場合の差額は利

益に反映されるのに対して，資本が償還された

場合の差額は資本調整とされる。たとえば，簿

価 100 の負債が 95 で返済された場合，差額の

5 は利益とされる。それに対して，簿価 100 の

資本が 95 で償還された場合，差額の 5 は資本

調整とされ利益には影響しない。 

2 つの損益計算書上の違いは，資本と利益を

区別するという意味で会計上は重要である。同

じように企業が現金を支払ったとしても，利息

は費用として利益から控除されるのに対して，

配当は資本から直接控除される。また返済時 

 

 

図 2 利息と配当の処理 

            損益計算書 

支払利息  ××× 

     ：     ：      

  当期純利益  ×××    株主に帰属する利益－ここから配当 

資産 

負債 

資本 
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図 3 資本と利益の区別 

    バランスシート 

 

 

 

                      配当または資本償還時の差額 

                      

                          利息または負債返済時の差額 

 

 

 

（ないし償還時）の処理でいえば，負債の返済

時に生じた差額は利益に反映されるのに対し

て，資本が償還された場合の差額は利益に反映

されないまま直接資本に反映される。そのため，

両者は，損益計算書上の利益を経由するかしな

いかという意味で異なってくる（図 3 参照）。 

2 区分以外の方法についてはどうだろうか。

1 つの案としては，負債と資本という区別を無

くして，無区分とすることが考えられる。たし

かに負債と資本の区別はどこかでひとつ線が

引けるものではなく，証券自体がグラデーショ

ンの性格を持ったものであるから，無区分にす

ればこの問題は生じてこない。しかし，この無

区分とする案では，現行制度とも大きく違って

くるし，利益の概念もはっきりとしない。現在

の IASB のなかでも「少なくとも 1 つの残余ク

ラスが必要」（IASB[2015a], par.BC4.96）と

しており，無区分とする案は検討されていない。 

 もう 1 つの案としては，負債と資本以外の第

3 区分を設けるという案がある。この案は，負

債か資本かあいまいな項目については，その中

間項目として別に表示するというものである。

日本の現在の純資産の部のなかには，株主資本

以外の項目も認められているので，見方によっ

ては第 3 区分を設けているようにもみえる。こ

の案について，IASB は「第 3 区分の請求権が

変動したときに，収益・費用となるかの決定が

必要となる」（IASB[2015a], par.BC4.97）た

め，採用するに至っていない。たとえば，優先

株式を第 3 区分に入れた場合，その優先株式か

らの配当は費用となるのかどうかは決まらな

いため，問題は複雑になるだけである。以上の

理由から，第 3 区分を設定する案は採用されて

いない。 

 

Ⅲ IASB における負債と資本を

区別する議論の変遷 

 Ⅰの問題の所在で述べたように，負債と資本

を区別する問題は，概念フレームワークの議論

では決着がつかず，結論は先送りとされてい

る。さらに，時代をさかのぼると，負債と資本

を区別する問題は，図4のようにまとめられる。 

 IASB において，この問題が大きく取り上げ

られるようになったのは，2008 年に討議資料

「資本の性格を有する金融商品」が公表された

頃からである。この頃は，FASB が主導する形

で IASB と共同でプロジェクトが行われてい

た。ところが，2010 年に FASB と IASB の間

での共同プロジェクトは中止とされ，2012 年

以降は IASB 単独でこの問題にあたっている。

その後，この問題は概念フレームワークのプロ 

負債 

当期利益 

資産 期首資本 
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図 4 IASB（または IASC）における負債と資本を区別する議論の変遷 

1995 年 IAS32 
1998 年 IAS32 の改訂① 
2003 年 IAS32 の改訂② 
2008 年 DP「資本の性格を有する金融商品」の公表 
2010 年 FASB と IASB の共同プロジェクトの中止 
2012 年 IASB のみでリサーチプロジェクトを再開 
2013 年 DP「財務報告のための概念フレームワークの見直し」の公表 
2015 年 ED「財務報告のための概念フレームワーク」の公表 

 
 

ジェクトのなかで扱われてきた。 

 本節では，（1）現行制度の概要（主に 2003

年改訂時の IAS32 を対象とする）を説明した

うえで，（2）現行制度にはどのような問題点が

あるか，さらに（3）その問題点に対処するた

めに IASBのなかではどのような解決策が考え

られてきたかについて検討する。 

 

1．現行制度の概要 

 現行制度では，主として IAS32「金融商品：

表示」に基づいて，負債と資本の区別が行われ

ている。そのほかに，IFRS2「株式に基づく報

酬」においても，両者の区別がなされている。

IAS32 と IFRS2 の両方に共通するのは，企業

が経済的資源を引き渡す義務を有しているか

どうかにより区別を始めている点である。すな

わち，経済的資源を引き渡す義務であれば負債

とされるのに対して，そのような義務を有して

いないのであれば資本とされる。そのため，現

金により決済される義務は負債とされ，自社株

により決済される義務は資本とされる。この原

則は，現行の概念フレームワーク（2015 年 12

月時点）の負債と資本の定義と合致している。 

 ところが IAS32 では，この原則に対する例

外をいくつか設けている。その代表例が固定対

固定の条件（fixed-for-fixed condition）とプッ

タブル金融商品に関する規定である。 

 例外のひとつ目である固定対固定の条件と

は，「固定額の現金ないし金融資産と固定数の

自社株を交換する場合に限り」，資本とすると

いうルールである（IAS32, par.16(b)）。たとえ

ば，通常の新株予約権の場合，固定額の現金を

受け取る代わりに，固定数の自社株を引き渡す

ことになるので，固定対固定の条件を満たし資

本となる（図 5(a)参照）。 

 それとは逆に，いずれかが変動する場合は負

債となる。すなわち，現金の金額あるいは自社

株の数のうち，いずれかが変動する義務は負債

とされる。たとえば，（a）一定の価値に等しく

なるように引き渡す自社株の数が変動するよ

うな義務や（b）一定量の金の価値に等しくな

るように自社株を引き渡す義務などが具体的

な例としてあげられる（図 5(b)参照）。これら

の例においては，たしかに自社株を引き渡す義

務ではあるものの，契約を決済するための手段

として自社株が用いられているため，残余持分

を発行しているとは言いがたい。それゆえ，自

社株で決済される義務であっても，このような

義務は負債とされる（IAS32, par.21）。 

こうした固定対固定の条件はなぜ存在する

のだろうか。その理由は，現在の IAS32 には

はっきりと書かれているわけではないが，かつ

ての IAS32 には次のように書かれている。「義

務を決済するのに必要とされる持分証券の数

がその公正価値の変動とともに変わり，支払わ

れる持分証券の公正価値の全額が契約上の義

務の金額と等しい場合には，その義務の保有者

は持分証券の価格の変動からの損得にさらさ 



 

28 

    図 5(a) 固定対固定の条件により        図 5(b) 固定対固定の条件により 

        資本となるケース               負債となるケース 

 

          固定額の                    固定額の 

           現金                      現金 

 

           固定数の                   変動数の 

           自社株                    自社株 

 

 

れているわけではない。そのような義務は，企

業体にとっての金融負債として処理すべきで

ある」（2003 年改訂前 IAS32, par.5；下線は筆

者）。 

 この規定によれば，負債と資本を区別するた

めに，請求権者のリターンを考慮していること

になる。通常の株式と同じリスクとリターンに

なる場合には資本とされるが，株式と異なるリ

スクとリターンになる場合には負債とされる。

このように請求権者にとってのリスクとリタ

ーンを考慮するという意味では，現在の米国基

準でも同じ考え方がとられている（ IASB 

[2014c], par.20）(4)。 

 もうひとつの例外はプッタブル金融商品に

関する規定である。プッタブル金融商品とは，

プットの行使時に現金または他の金融資産と

交換に当該金融商品を買い戻す義務と定義さ

れる（IAS32, par.16A）。このケースでは，株

式を発行していたとしても，発行会社の側では

それを買い戻す義務が生じることになる。負債

の定義に従えば，こうした義務は現金または他

の資産を引き渡す義務であるので，金融負債と

して扱われる。ところが，プッタブル金融商品

については，いくつかの条件を満たしたうえで，

例外的に資本として扱われている（IAS32, 

pars.16A(a)～(e), 16B）(5)。 

 このような例外が設けられているのは，企業

によっては，大部分の資金調達がプッタブル金

融商品で行われる企業が存在するからである。

そうした企業についても，負債の定義をそのま

ま適用してしまうと，バランスシート上，負債

だけで資本のない企業が出てしまうので、不合

理と考えられる。 

 

2．現行制度の問題点 

 次に，このような現行制度に関する問題点を

みていくことにする。第 1 に，上述した現行制

度は複雑でわかりにくいといわれることがあ

る。現行制度では，原則として負債を経済的資

源の引き渡す義務として定義したうえで，例外

的に固定対固定の条件とプッタブル金融商品

に関する規定を設けていた。 

 固定対固定の条件は元々例外であるが，この

例外自体の解釈についても，これまでさまざま

な問題が生じている。たとえば，外貨建ての転

換社債のなかの転換権は，受け取る現金が外貨

建てで変動するので，固定対固定の条件に従え

ば負債となってしまう。ところが，こうした外

貨建ての転換社債の転換権については，資本と

するように規定している（IAS32, par.BC4B）。

そのため，固定対固定の条件というルールにつ

いても，解釈が必要となっている。 

 プッタブル金融商品に関する規定も同様で，

資本として扱う場合に満たさなければならな

企業 保有者 企業 保有者 
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い要件がきわめて複雑である。どのような場合

に資本として扱うかを検討していくうちに，こ

の要件は複雑化してきたのであろう。 

 第 2 に，固定対固定の条件にしてもプッタブ

ル金融商品に関する規定にしても，どのような

考えに従って，負債と資本を区別しようとして

いるのかがはっきりとしない点があげられる。

いずれも実務において，資本として認められそ

うなもの（あるいは認められそうでないもの）

をルール化しているため，確固とした考えは存

在していない。 

 第 3 に，この 2 つの例外は，概念フレームワ

ークの負債の定義と明らかに矛盾している点

があげられる。例外も含めて，負債の定義でう

まく説明できればよいのだろうが，現在のとこ

ろ，この 2 つの例外は概念フレームワークの定

義とは独立に存在していることになる。 

 

3．負債と資本を区別するための解決

策 

 このように，負債と資本を区別する現行制度

にはいくつか問題点があるため，それを解決す

るためのアプローチがこれまでもいくつか提

案されてきた。ここでは，2013 年の討議資料

「財務報告のための概念フレームワークの見

直し」（以下，「2013 年討議資料」とする）に

おいて提案された，狭い持分アプローチと厳密

な義務アプローチについて取り上げる。 

 狭い持分アプローチとは，最も残余的な請求

権だけを資本とする方法である（IASB［2013］，

par.5.30(a)）。最も残余的な請求権を特定する

ためには別途ガイダンスが必要となるが，通常

は普通株式が残余的な請求権となるであろう。

このアプローチのもとでは，それ以外の請求権

（たとえば，自社株を引き渡す義務や非支配株

主持分）はすべて負債とされ（IASB[2013]，

par.5.30(b)），その変動は利益に反映される

（IASB[2013], par.5.30(c)）。 

 狭い持分アプローチを採用するメリットは，

一言でいえば複雑性が排除されることである。

Ⅲの 1 で述べたように，現行制度は概念フレー

ムワークの定義に対する例外がいくつかあっ

たが，狭い持分アプローチによればこうした例

外が取り除かれる。たとえば，現行制度では，

自社株を引き渡す義務のなかでも，原則通りに

資本とされるものもあれば，負債とされるもの

もあった。その際，固定対固定の条件に従って

説明されたが，狭い持分アプローチによれば自

社株を引き渡す義務はすべて負債になるため，

固定対固定の条件のような例外は不要となる

（IASB[2013], par.5.36(b)参照）。また，プッ

タブル金融商品についても，最も残余的な請求

権かどうかという点で資本かどうかを判断す

るので，この例外についても取り除くことがで

きる可能性がある（IASB[2013], par.5.36(c)

参照）。 

なお，自社株を引き渡す義務を金融負債とす

ることにより，その義務が自社株で決済された

ときに生じる希薄化（既存株主からオプション

の保有者への富の移転）を損益計算書で表すこ

ともできる（IASB[2013], par.5.36(a)参照）。 

もうひとつの厳密な義務アプローチとは，経

済的資源を引き渡す義務だけを負債とする方

法である（IASB[2013], par.5.34(a)）。この方

法では，現行の負債の定義と同じように，負債

を厳格に定義して，それ以外を資本とするの

で，自社株を引き渡す義務は資本とされる

（IASB[2013], par.5.34(b)(ii)）。また，持分の

分配を一部受け取ることができる請求権も資

本となるので，プッタブル金融商品等も株式と

いう形態であれば資本とされる（IASB[2013], 

par.5.34(b)(i)）。 

これら 2 つのアプローチのうち，「2013 年討

議資料」では，厳密な義務アプローチのほうが
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狭い持分アプローチよりも望ましいとしてい

る。その理由として，厳密な義務アプローチの

ほうが，現行の負債の定義に合致しているから

としている（IASB[2013], par.5.37(a)）。それ

に対して，狭い持分アプローチでは，負債は資

本以外の請求権ということになるので，現在の

負債の定義とは合致しなくなってしまう。 

また，厳密な義務アプローチでは，現金また

は他の経済的資源を引き渡す義務を有してい

る請求権を負債とするので，貸し手にとっては

重要な情報を提供しているともいえる（IASB

［2013］，par.5.37(b)(i)）。狭い持分アプローチ

では，負債のなかに経済的資源を引き渡す義務

以外のものが入り込んでしまうのに対して，厳

密な義務アプローチでは，経済的資源を引き渡

す義務のみを負債として計上することができ

る。そのため，返済能力を知りたい貸し手にと

っては，厳密な義務アプローチのほうが望まし

いといえる。 

ただし「2013 年討議資料」における厳密な

義務アプローチのもとでは，資本合計を変動さ

せないまま，資本の一部(6)を資本変動計算書の

なかで再測定させる提案がなされていた。現行

制度では，自社株を引き渡す義務が資本とされ

た場合は，その後にその義務が再測定されるこ

とはない。それに対して，提案された方法によ

れば，資本合計は変えないまま，自社株を引き

渡す義務は再測定され，その変動差額は資本内

の一項目に負担される。このことにより，オプ

ション保有者から親会社の既存株主への富の

移転を表すことができるとしている（IASB 

[2013], par.5.15）。 

「2013 年討議資料」の提案に対しては，多

くの回答者が厳密な義務アプローチを支持し

た（IASB[2014a], par.31(a)）。ただし，資本

変動計算書内で一部の資本項目を再測定する

提案については支持されなかった。潜在的な希

薄化は，注記で開示するか，あるいはまったく

開示する必要がないとするコメントがあった

（IASB[2014a], par.42(a)）(7)。 

なお，直近の議論（2015 年 9 月時点）では，

負債の定義を精緻化することが行われている。

このことは，「2015 年公開草案」において負債

が現在の義務かどうかに焦点を当てるという

提案をしていることが影響していると思われ

る（IASB[2015a], par.BC4.101） (8)。「2013

年討議資料」の提案のうち，厳密な義務アプロ

ーチに近い方法で進められている。その際，財

務報告の観点（perspective）や特定の保有者に

とってのリターン（returns to the holders）は

考慮しないとしている点には注意が必要であ

る（IASB[2015b], par.59）。 

 

Ⅳ 負債と資本を区別する問題が

解決されない理由 

 ここまでみてきた IASB の議論をもとに，負

債と資本を区別する問題が解決されない理由

について検討してみたいと思う。 

 まず，証券自体の性格が負債か資本かという

二分法で区別されるわけではなく，あいまいな

証券が出てしまうことが理由のひとつとして

あげられる。企業が発行する証券がグラデーシ

ョンの性格を持つため，どうしても区別があい

まいな部分が生じてしまう。さらに，区別がは

っきりとしない部分を利用して新しい金融商

品が開発されやすいことも理由として考えら

れる。新たに開発された新しい金融商品に対応

して，会計基準が改訂され，ますます複雑なル

ールが出来上がってしまっている。 

 こうした理由がある一方で，会計基準のなか

でも，この問題に対応できない原因はあると思

われる。ここでは，Ⅲでみた IASB の議論を通

じて，会計基準のなかで両者の区別に決着がつ
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かない理由について考えてみたい。 

 

1．負債の定義と固定対固定の条件 

 現行制度のもとでは，原則的には，経済的資

源を引き渡す義務が負債として定義され，それ

以外の義務が資本として定義されていた。それ

以外の義務のなかには，自社株を引き渡す義務

も含まれているため，この原則に従えば，自社

株を引き渡す義務は資本となるはずである。と

ころが，自社株を引き渡す義務であっても負債

となる場合があった。この例外を認めるために，

固定対固定の条件といわれるルールが存在し

ていた。たとえば，一定額の現金を受け取る代

わりに，変動数の自社株を引き渡す義務は負債

とされる。 

 以上が，原則的な取り扱いと固定対固定の条

件という例外であるが，このうち固定対固定の

条件は，利益の帰属先は株主集団であると考え

られるため，IASB の概念フレームワークとは

異質なものと考えられる。 

固定対固定の条件のもとで変動数の自社株

で決済する義務が負債とされるのは，その義務

が企業と株主との関係ではなく，企業と債権者

の関係に近いからだとされている。そのため，

変動数の自社株で決済される義務は金融負債

として扱われ，その変動は利益に反映させるこ

とになる。ここでは，原則的な取扱いにみられ

るように，エンティティーだけをみて，定義に

より負債か資本かを区別するのではなく，請求

権者が外部者か内部者かにより区別が行われ

ている。 

たとえば，固定対固定の条件の適用例として

あげられていた，受け取る現金の金額が固定さ

れ，引き渡す自社株の数が金の価格に変動する

義務を考えてみることにする。この場合，金の

価格により引き渡す自社株の数が変動するこ

とにより，最終的には株主集団の富が増減す

る。ここでは，株主集団の富が増減することを

もって利益が算定されていることを意味して

いる。したがって，こうした義務の変動を利益

に影響させるためには，既存株主の富の増減を

反映させた結果であると考える必要がある。そ

れゆえ，このケースは利益の帰属先として株主

集団を想定した所有主観に近いといえる。 

 このように，固定対固定の条件というのは，

利益は株主のものであるという考えを前提に

したルールといえる。また IASB における議論

のなかでも，固定対固定の条件は所有主観にお

いて意味を持つという発言（2015 年 3 月 ASAF

会議におけるドイツ発言）からも，利益の帰属

先として株主集団が想定されていることがわ

かる。この考え方自体は，利息は当期純利益か

ら控除されるが，配当は当期純利益から控除し

ないという現行実務と整合している。 

 それに対して，概念フレームワークの背後に

ある考え方は，利益の帰属先として株主集団を

想定していない。たとえば，2015 年の概念フ

レームワーク公開草案では，「財務諸表は，…

特定集団の観点からではなく，エンティティー

全体の観点から作成される」（IASB[2015a], 

par.3.9）とされている。「エンティティー全体

の観点から作成される」という文言が利益計算

にどのような影響をもたらすかはまだわから

ないが(9)，エンティティーに帰属する利益を計

算しているという意味であるならば，利益の帰

属先として株主を想定するという考え方と対

立することになるであろう。 

 

2．負債の定義とプッタブル金融商品 

 負債の定義に対するもうひとつの例外がプ

ッタブル金融商品であった。負債は経済的資源

を引き渡す義務として定義される。ここで，プ

ッタブル金融商品は経済的資源を引き渡す義

務といえるので負債となるが，いくつかの要件
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を満たしたうえで例外的に資本とされていた。 

 こうした例外ができてしまうのは，「負債＝

経済的資源を引き渡す義務」という考えが現行

の概念フレームワークにおいて強すぎること

が原因であると思われる。プッタブル金融商品

は，この負債の定義にあてはまるため資本とす

るためには例外規定が必要となるが，そもそも

「負債＝経済的資源を引き渡す義務」と定義す

ることが妥当なのかどうかが問われることに

なる。 

 先にみた利益の帰属先として株主集団を想

定する考えに従えば，請求権者のうちで利益の

帰属先といえるものとそうでないものとを識

別するのが自然な考え方であろう。プッタブル

金融商品でいえば，その保有者が利益の帰属先

といえるのかどうかがポイントになるであろ

う。したがって，「負債＝経済的資源を引き渡

す義務」という定義にあてはまるかどうかでは

なく，利益の帰属先となる請求権といえるかど

うかにより識別した方が，この場合はうまくい

くと考えられる。 

 

3．バランスシートのとらえ方 

 以上のような原則と例外が生じてしまうの

は，そもそもバランスシートのとらえ方に問題

があると考えられる。 

 まず現行の取り扱いは，一般的に資産負債ア

プローチと呼ばれる考え方を背景にしている。

ここで資産負債アプローチとは，資産や負債の

定義から始めて，資本や利益を定義するアプロ

ーチを指している。「資産＝経済的資源」，「負

債＝経済的資源を引き渡す義務」と定義したう

えで，資産と負債の差額を資本とし，資本の増

減のうち資本取引以外の増減を（包括）利益と

定義する（図 6 参照）。 

 

 

図 6 現行のバランスシート 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 しかし，このような構成要素の定義に対して

は，前にみたように，いくつか例外が生じてい

る。ひとつが固定対固定の条件という例外で，

本来，負債の定義に該当しないので資本とされ

るが，例外的に負債とされていた。もうひとつ

は，プッタブル金融商品に関する規定で，負債

の定義にあてはまるにもかかわらず，例外的に

資本とされていた。 

 こうした現行のバランスシートのとらえ方

は，負債と資本を区別する場面では十分に機能

していないと思われる。そのため，ここでは試

案として，現行とは異なるバランスシートのと

らえ方を示してみることにする。 

 図7では試案としてのバランスシートのとら 

資産 負債 

資本 

固定対固定の条件から自

社株による決済義務も負

債 

プッタブル金融商品のよ

うに経済的資源の引き渡

し義務も資本 
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図 7 試案によるバランスシート 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

え方を表している。試案では，負債は利益の帰

属先とはいえない外部の請求権とされている

のに対して，資本は利益の帰属先といえる内部

の請求権とされている。ここでは，請求権者が

外部者なのか内部者なのかが負債と資本を区

別するメルクマールとなる。 

多くの会計専門家が注目するのは，投下した

資本とその増分としての利益であろう。現行の

バランスシートのとらえ方では，まずは資産と

負債を定義してから，資本や利益を定義するこ

とになるので，資本や利益はある意味迂回的な

理解となる。それに対して，試案によれば，外

部者と内部者を区別したうえで，利益の帰属先

といえる内部者の請求権（＝投下した資本）と

その増分である利益（＝回収した余剰）に注目

するので，会計専門家の感覚に合致すると思わ

れる。 

 

Ⅴ おわりに 

 本稿で取り上げた負債と資本を区別する問

題は，「2015 年公開草案」では前面には出てこ

ないものの，IASB のなかでも比較的長い時間

議論されている重要な問題である。そこでは，

バランスシート上で負債と資本を区別すると

いう開示上の問題だけではなく，資本と利益の

区別という利益計算上の問題も問われていた。 

 現行制度では，概念フレームワークの負債や

資本の定義に基づいて区別が行われている。す

なわち，負債は経済的資源を引き渡す義務と定

義され，資本はそれ以外のものと定義される。

そのため，現金により決済される義務は負債，

それ以外の自社株で決済される義務は資本と

される。ただし，自社株で決済される義務がす

べて資本になるというわけではなく，固定対固

定の条件により例外的に負債とされる場合が

あった。また，現金により決済される義務とい

っても，プッタブル金融商品のように，いくつ

かの要件を満たしたうえで，負債ではなく資本

とされる場合もあった。 

 こうした現行制度に対しては，複雑でかつわ

かりにくく，概念フレームワークの定義と整合

性がとれていないなどの批判があった。そのた

め IASB でも，狭い持分アプローチや厳格な義

務アプローチなどのいくつかの解決策が提案

されてきたが，これまでのところ，この問題に

は決着がついていない。 

 このようになかなか決着がつかない理由と

して，概念フレームワークのなかで，①利益の

帰属先が誰であるのか必ずしも明らかではな

いこと，②負債＝経済的資源を引き渡す義務と

する考えが強すぎることがあげられる。 

資産 負債 

資本 

利益の帰属先といえる請

求権者（株主）の持分 

≪投下した資本≫ 

利益の帰属先とはいえな

い外部の請求権者の持分 

  利益 ≪回収した余剰≫ 
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注 
（1）本稿では，資本と持分を同じ意味で用いている。 
（2）今後は「金融商品に関する調査研究プロジェク

トにおいて，負債と資本の区別に関する議論は

行われることとされている（IASB[2015a], 
p.12）。なお，本稿は 2015 年 9 月までの IASB
における議論を対象としている。 

（3）桜井・須田［2014］，56-57 頁を参照。 
（4）引き渡す自社株の価値が固定している場合には，

その請求権者のリターンは一定となるので，株

主というよりも債権者に近いといえるであろう。 
（5）清算時にのみ企業の純資産の比例的な取り分を

引き渡す義務も同様に，定義に従えば金融負債

として扱われるが，いくつかの条件を満たした

うえで，例外的に資本として扱われている

（IAS32, pars.16C, 16D）。 
（6）「2013 年討議資料」では二次的請求権と呼んで

いる。二次的請求権のなかには，自社株を引き

渡す義務が含まれてくる。 
（7）利用者の反応を詳しくみると，株式分析のアナ

リストや投資家のなかには，狭い持分アプロー

チを好む者もいた。その理由としては，狭い持

分アプローチのもとでは優先的な請求権のすべ

てが損益計算書を通じて再評価されるのに対し

て，厳密な義務アプローチでは追加的な情報が

得られるかどうかわからない，持分投資家にと

ってはリターンの希薄化が重要な関心事である

ことなどがあげられている（IASB［2014b］，
par.20）。 

（8）具体的には，決済のタイミングを重視する方法

（Approach αと呼んでいる），決済に必要とさ

れ る 経 済 的 資 源 の 金 額 に 注 目 す る 方 法

（Approach βと呼んでいる），決済のタイミン

グと必要とされる経済的資源の金額に注目する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

方法（Approach γと呼んでいる）を検討するこ

とにより，負債の定義を精緻化しようとしてい

る。 
（9）2015 年の公開草案において「エンティティー

全体の観点から作成される」としているが，実

のところ，この観点というのが利益や資本にど

のような影響があるかはよくわからない。その

意味で，2015 年の公開草案は，基本的な会計観

への言及が限定的であるともいえる（米山

［2015］参照）。 
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リース会計基準のコンバージェンスと会計処理 
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本稿は，これまでのリース会計基準の整備の状況とわが国における会

計実務の状況を確認するとともに，リース取引の会計処理である使用権

モデルに関して，そこに内在する問題点と，これを導入した場合に取ら

れるわが国企業の会計選択行動について検討したものである。  

検討の結果，①使用権モデルによれば，現行基準に比較して財務情報

の改善が図られること，②使用権モデルには，使用権モデルの考えと整

合的ではないリースの識別規準や，これまでと異なるリース期間の決定

規準が採用されており，そこには自由裁量の働く余地が残されているこ

と，③わが国企業は，会計基準に自由裁量の余地の働く規定が存在する

場合には，それを利用してリース取引のオンバランスを回避する会計行

動を選択する傾向にあるが，そうした会計行動が選択できない状況下で

は，基準に従って会計処理を行う傾向があること，④そのため，使用権

モデルの導入にあたっては，そうした点に十分な配慮が求められること

を指摘した。  

要  旨 
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Ⅰ はじめに 

 リース取引の借手の会計処理に対するこれ

までの規制のあり方を俯瞰すると，そこには開

示からオンバランスへ，そしてオンバランスの

範囲の拡大へという流れを見て取ることがで

きる。2006 年より開始された IASB と FASB

の共同プロジェクトにより提案された使用権

モデルも，こうしたオンバランスの規制強化の

流れの延長線上にある。使用権モデルでは，フ

ァイナンス・リースとオペレーテリング・リー

スを含む，すべてのリース取引がオンバランス

処理されるため，現行基準に比較して財務情報

の改善が図られることが期待されているので

ある。 

 本稿は，こうした借手のオンバランス処理へ

の規制強化の展開過程を確認したうえで，使用

権モデルを提案する「再公開草案」（IASB

［2013a］）の会計処理に関して次の検討を行う

ことにしたい(1)。 

 第一は，使用権モデルのもとで行われるリー

ス取引のオンバランス処理に関して問題点を

指摘することである。リース取引には細かな会

計処理上の論点が数多くあるが，最も本質的な

問題は，リース取引がオンバランスされるか否

かという点にある。そこで，すべてのリース取

引を認識の対象とする使用権モデルの内容を

検討し，そこに内在するオンバランス処理の問

題点について明らかにする。 

 第二は，わが国のこれまでのリース会計基準

の展開と企業の会計選択行動を確認し，使用権

モデルへのコンバージェンスの際の問題点を

指摘することである。わが国ではこれまで国際

会計基準と平仄を合わせるように基準整備が

進められてきた。そのため，近い将来，使用権

モデルへのコンバージェンスに向けた基準改

定が行われることも予想される。そこで，これ

までのわが国企業のリース取引の会計選択行

動に着目し，使用権モデルへのコンバージェン

スに対する含意を指摘する。 

 

Ⅱ IASC／IASB におけるリース

会計基準の展開 

1．IASC における展開 

 IASC では，リース取引の会計処理に関して，

規制内容を段階的に強化する形で整備を進め

てきた。 

 まず，IASC における最初のリース会計に対

する規制として機能したのが，IAS5［1976］「財

務諸表に開示すべき情報」である。本基準では，

個別的開示事項のうち有形固定資産に対する

開示項目として，「リースおよび割賦購入計画

により取得した資産については，区別して開示

しなければならない」（IAS5, par.11）とし，リ

ース資産についての開示を規定していた。ただ

し，この基準はリース取引の財務諸表本体への

計上を要請するものではなく，またリース取引

それ自体を規制する基準でもなかった。 

 本格的なリース会計の規制を行う最初の会

計基準は，IAS17［1982］「リースの会計処理」

である。本基準は，リスク・便益アプローチに

もとづき，リース取引をファイナンス・リース

とオペレーティング・リースとに分類し，この

うちファイナンス・リースについては，借り手

が資産と負債をオンバランスすることを原則

処理として規定していた（IAS17, par.44）。た

だし，基準の発効日（1984 年 1 月 1 日以降）

から 4 年間は，経過措置としてファイナンス・

リースにかかる情報が開示されていれば本基

準に従わなくてよいことも同時に規定してい

た（IAS17, par.64）。 

 1982 年基準で認められていた例外処理は措

置期間経過後に廃止され，原則処理に一元化さ
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れることになった。その後，IAS17［1997］「リ

ース」が公表され，2003 年および 2009 年に部

分修正が行われ現行基準となっている。 

 これらの展開からわかるように，IASC にお

けるリース取引の会計規制は，開示から始ま

り，その後オンバランス規制へ移行し，さらに

オンバランスの範囲の拡大へと展開してきた

わけである。 

 

2．IASB における展開 

（1）リスク・便益アプローチから使用権モデ

ルへ 

 現行基準である IAS17 は，リスク・便益ア

プローチに基づく。そのため，リスクと便益が

移転しないように契約を仕組むことにより，リ

ース取引の一部をオフバランスにする会計実

務が横行し，基準設定当初のオンバランス規制

が十分に達成されない状況が生じるようにな

った(2)。こうした問題に対処するため，基準設

定機関の国際的な組織であるG4+1によってリ

ース会計基準の改定に向けた検討が行われ，使

用権モデルに基づくアプローチが提案される

こととなった(3)。その内容を引き継ぐ形で 2006

年より IASB と FASB によって，現行基準の改

定に向けた共同プロジェクトが開始されるこ

ととなった。その成果として，これまでに以下

（図表 1）が公表されている(4)。 

図表 1：使用権モデルへの変更を目指す動き 

年・月 公表物 改定の狙い 

1996・7 G4+1 報告書「リース会計：ニューアプローチ」 現行基準で採用されてい

るリスク・便益アプロー

チから使用権モデルによ

る会計処理への変更を目

指す。 

2000・2 G4+1 報告書「リース会計：ニューアプローチの実行」 

2009・3 IASB/FASB 討議資料「リース：予備的見解」 

2010・8 IASB/FASB リース会計基準「公開草案」 

2013・5 IASB/FASB リース会計基準「再公開草案」 

 

（2）使用権モデルで何が変わるか 

 使用権モデルでは，リース取引が借手に対し

てリース期間にわたりリースされた資産を使

用する権利を移転することに着目し，借手が認

識するリース取引を「物」としてのリース物件

の取得取引とみるのではなく，物件を使用する

「権利」の取引と見る。そのため，リース物件

の取得と同視されない（すなわち，リース物件

に係るリスクと便益の移転がない）取引であっ

ても，リース物件を使用できる「権利」の取得

があれば認識の対象となる。それによって，使

用権モデルでは，これまでオンバランスされて

いないオペレーティング・リースにまで認識対

象が拡大することになる（図表 2）。これが実

現することになれば，原則として，オペレーテ

ィング・リースを利用してリース取引をオフバ 

図表 2：現行基準と使用権モデルの比較 

基準・案 認識の契機 オンバランスされる取引 会計モデル 

IAS17 
リース物件に係わるリス

クと便益の移転 
ファイナンス・リースに限定される リスク・便益アプローチ 

再公開草案 
リース物件を使用する権

利の移転 
オペレーティング・リースも含むリー

ス取引に拡大される 
使用権モデル 
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ランスとなるよう組成する恣意的な操作が不

可能になり，その結果，財務情報の改善が図ら

れることになる。 

 

（3）使用権モデルと概念フレームワークとの

対応関係 

 使用権モデルによるリース会計基準の構築

の試みは，同時に改定が進められている概念フ

レームワークと関連づけて捉えることができ

る。周知のように，IASC の概念フレームワー

ク（IASC［1989］）は，2010 年に IASB／FASB

の共同プロジェクトにより部分改定が行われ

た後，IASB より 2013 年に討議資料（IASB

［2013b］），2015 年には公開草案（ IASB

［2015b］）が公表されている。これらの草案に

おいて改定が企てられている資産の定義とリ

ース再公開草案のリースの定義ならびに会計

処理を対比して示すと次のようになる（図表

3）。この比較から，両者の改定の動きは，概念

フレームワークとリース会計基準の整合的関

係を取り戻す取り組みとして理解することが

できる。 

 まず，概念フレームワークの資産の定義で

は，現行および公開草案のいずれにおいても経

済的便益を生み出す資源を資産として定義し

ている。ただし，公開草案では資産を支配する

経済的資源と定義したうえで，当該経済的資源

について経済的便益を有する潜在能力を有す

る権利であると定義している点に特徴がある。

ここでは「支配」，「経済的便益を生み出す潜在

能力」，「権利」が強調して論じられているわけ

である（IASB［2015b］，par.4.7）。 

 つぎに，リースの定義に関してみると，現行

基準と再公開草案では，ともに資産の使用権を

移転する取引をリースとして見なしている。た

だし，現行基準では，リースの分類規準によっ 

図表 3：現行基準と公開草案の比較図 

概念フレームワークにおける資産の定義とリースとの整合性 

概念フレームワーク（1989） 概念フレームワーク公開草案（2015） 

資産とは，過去の事象の結果として特定の企業が

支配し，かつ将来の経済的便益が当該企業に流入

すると期待される資源をいう（par.4.4）。 

資産とは，企業が過去の事象の結果として支配し

ている現在の経済的資源である（par.4.5）。経済的

資源とは，経済的便益を生み出す潜在能力を有す

る権利である（par.4.6）。 

IAS17 におけるリースの定義 リース再公開草案におけるリースの定義 

リースとは，貸手が一括払または複数回の支払い

を得て，契約期間中，資産の使用権を借手に移転

する契約をいう（par.4）。 

リースとは，資産を使用する権利を一定期間にわ

たり対価と交換に移転する契約をいう（par.6）。 

IAS17 でオンバランスされるリース 再公開草案でオンバランスされるリース 

リース取引をファイナンス・リースとオペレーテ

ィング・リースとに分類し，ファイナンス・リー

スを貸借対照表に計上する。 

リース取引を分類することなく，使用権を移転す

るすべてのリースを貸借対照表に計上する。 

概念，定義および会計処理の整合性 概念，定義および会計処理の整合性 

資産概念，リースの定義と整合的といえない会計

処理 

資産概念，リースの定義と整合的な会計処理 
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て，リース取引をファイナンス・リースとオペ

レーティング・リースとに区別し，異なる会計

処理を導くことが規定されている。それに対し

て，再公開草案ではそうした分類は行われず，

資産を使用する権利を移転する取引をリース

と見なしている(5)。 

 これを受け，会計処理では次のような差異が

生まれる。IAS17 では，資産およびリースの定

義を満たすリース取引であったとしても，資産

を所有した場合と同視されるファイナンス・リ

ースに該当しないならば，資産として計上され

ないことになる。これは，資産およびリースの

定義とリースの会計処理が整合的に整備され

ていないことを意味する。これに対して，公開

草案では，資産をより具体的に権利として定義

したうえで，資産を使用する権利の移転のある

リース取引はすべて資産として計上される。こ

こでは，資産およびリースの定義とリースの会

計処理が整合的に整備されていることになる。 

 このように，リース会計基準改定の試みは，

オフバランスとなるようリース取引を組成す

るというリース会計基準から生じた会計処理

問題を是正するということだけでなく，概念フ

レームワークとリース会計基準との整合的関

係を取り戻す取り組みでもあることが理解で

きよう(6)。 

 

3．リース取引オンバランス処理に関

する残された論点 

それでは，使用権モデルに移行することによ

り，リース会計のオフバランス問題はすべて解

決されるのであろうか。ここでは，使用権モデ

ルを採用する再公開草案に内在する問題点と

して，リースの識別規準とリース期間の判定規

準を取り上げる。これら規準の検討から，再公

開草案の使用権モデルにもオフバランスを引

き起こすあるいは自由裁量の余地が残される

規準がある点について指摘する。 

 

（1）リースの識別規準 

① 識別規準の内容  

 リース再公開草案では，冒頭でリースの識別

規準を定めている。リースの識別規準は，リー

スの定義，リースの判定(7)，および構成要素の

区分の三つの定めからなる。 

 まず，リースを資産を使用する権利を一定期

間にわたり対価と交換に移転する契約と定義

する（IASB［2013a］，par.6）。 

 つぎに，当該契約がリース契約であるか，あ

るいはリース契約を含む契約であるかについ

て，次の（a）と（b）の評価により判定する（IASB

［2013a］，par.7）。 

（a）契約の履行が特定の資産の使用に依存す

るか。 

（b）契約が特定の資産の使用を支配する権利

を一定期間にわたり対価と交換に移転す

るか。 

 これらの二つの規準には，それぞれに下位の

判定基準が存在する。（a）については，（ⅰ）

資産が契約によって特定されること，（ⅱ）提

供者（貸手）に資産の実質的な入れ替え権が存

在しないこと，そして（ⅲ）資産が物理的に区

別できることである。（b）については，（ⅰ）

顧客（借手）が資産の使用を指図できること，

そして（ⅱ）資産の使用により便益を得ること

ができることである（ IASB ［ 2013a ］，

par.7-19）。これらの判定基準のいずれも満たす

場合にリース取引が存在するとの判定が行わ

れる（図表 4）。 

そして，最後に，リースと判定される契約部

分とそれ以外の契約部分とに契約の構成要素

を区分する（図表 5）。これは，多くの契約がリ

ースとリース以外（サービス）の両方の構成部

分を含んでいるため，契約をリース構成部分と 
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図表 4：リースの判定規準 

 

 

 

図表 5：リースの区分と会計基準の対象 

 

 

 

 

非リース構成部分とに分離してリース契約を

識別し，リース構成部分についてのみリース会

計基準に従って処理することを求めるためで

ある（IASB［2013a］，BC112-116）。 

② 設例によるリース取引の判定 

 上記の識別規準のリースの判定に関して，再

公開草案で示される次の設例を用いて具体的

にその内容を検討してみたい（図表 6）。 

 まず，A の取引では，契約によって特定され

た 3 本のファイバーを 15 年間使用することが

明示され，供給者に入れ替え権が存在せず，か

つこのファイバーがケーブルの中の他のファ

イバーと物理的に区別できる。また，顧客がフ

ァイバーの使用方法を指図でき，そこから 15

年にわたり便益を得る能力を有している。その

ため，ファイバーの使用を支配する権利を顧客

（借手）が持つことになる。それゆえ，この契

約はリースが存在するための二つの要件（図表

4 の（a），（b）のこと）を満たし，リース取引

と判定されることになる。 

 これに対して，B の取引では顧客はケーブル

内の稼働能力に対する権利に対して契約を締 

＋ 
（a）契約の履行が特定の資産の

使用に依存する

資産が契約によって特定される

提供者に資産の実質的な入れ
替え権が存在しない

資産が物理的に区別できる

（b）契約が特定の資産の使用を支配
する権利を一定期間にわたり対価と

交換に移転する

資産の使用を指図できる

資産の使用により便益を得る
ことができる

リース会計基準の対象

となり，オンバランスさ

れる 

他の会計基準の対象と

なり，オフバランスとな

る 

リース契約部分 

リース以外の部分 
契約の分離 

契約 
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図表 6：リース判定の取引例 

A 

顧客が，より大きなケーブル(香港と東京を接続している)の中の 3 本の特定された物理的に区分できる

ダーク・ファイバーを使用する権利について 15 年の契約を締結する。顧客は，ファイバーの各末端を自

らの電子機器に接続することにより，ファイバーの使用に関する決定のすべてを行う(すなわち，顧客が

ファイバーを「点灯する」)。ファイバーが損傷した場合には，供給者は修理と維持管理に責任を負う。 

B 

顧客が，香港と東京を接続するケーブルの中の所定の量の稼働能力を使用する権利について 15 年契約を

締結する。所定の量は，顧客がケーブル内の 3 本のファイバーの全稼働能力を使用することに相当する

（ケーブルには同様の稼働能力を有する 15 本のファイバーが含まれている）。供給者は，データの送信

に関する決定を行う(すなわち，供給者がファイバーを点灯し，顧客の通信量を送信するためにどのファ

イバーを使用するのかに関する決定を行う)。 

（出所：IASB［2013a］設例 4） 

 

結しているものの，どのケーブルに対する契約

であるかは明らかでない。くわえて，供給者が

顧客のデータ送信に関するすべての決定を行

うため，顧客がファイバーの使用方法を指図で

きない。そのため，二つの要件のいずれも満た

すことはなく，その結果，この取引はリースと

判定されないことになる。 

③ 識別規準の論点 

 以上の識別規準の内容から，次の点を指摘す

ることができる。 

 第一に，使用権の移転を条件としてリースと

定義する使用権モデルでありながら，その判定

に特定資産の使用という条件を定める点であ

る（上記図表 4 の（a）の条件）。しかも，その

下位の三つの具体的な判定基準には，資産が特

定されていること，貸手に当該資産の入れ替え

権が存在しないこと，そして当該資産が他の資

産と物理的に区別できることを定めている。こ

れらはいずれも，資産の物的性質に着目して，

借手の側で当該物的資産それ自体を支配する

ための要件と見ることができる。こうした要件

は，リース資産の「物」としての性質に着目し

てオンバランスを導く IAS17 とは整合的な規

準とみることができるが，「権利」の移転に着

目する使用権モデルと整合的であるとはいえ

ない。 

 第二に，こうした識別規準のために，同様の

経済取引でありながら異なった会計処理が導

かれる可能性が生じる点である。上記の二つの

設例では，ともに顧客（借手）がファイバー・

ケーブルを使用する権利を有していながら，契

約内容の差によって，前者（A）ではリース取

引としてオンバランス処理されることとなる

が，後者（B）ではリース取引とは見なされず

サービスの会計処理が行われることになる。こ

うした状況は，現行基準において，オペレーテ

ィング・リースとして分類された場合にリース

取引がオフラバンスとなってしまうのと同様

に，同じ経済効果を持つ取引でありながら異な

る会計処理を導く可能性を生じさせることと

なる(8)。 

 第三に，サービスとリースを区別し，リース

のみをオンバランスの対象とし，サービスにつ

いてはその対象外とする点である。リースと区

別されるサービスに関して，これが資産の定義

を満たすときにオフバランスとされるならば，

概念フレームワークと個別の会計処理が整合

しないことになる。リースだけがオンバランス

され，他の継続的なサービス契約がなぜオンバ

ランスされないかについては，再公開草案では
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合理的な説明はなされていない。 

 

（2）期間オプションの扱い 

 使用権モデルで問題となるもう一つの論点

は，期間オプションの扱いである(9)。期間オプ

ションとは，リース期間を延長する更新オプシ

ョンと期間終了前にこれを終える解約オプシ

ョンのことを指す。再公開草案ではリース期間

として，リースの解約不能期間に，これら二つ

のオプションを加味した期間としてリース期

間を定めることとしている（IASB［2013a］，

par.25）。 

 リース期間は，期間オプションの発生可能性

をどのように捉えるかにより異なる。再公開草

案の期間オプションの扱いを現行基準と比較

して示すと，次のようになる（図表 7）。

図表 7：期間オプションの扱いの変化 

 

再公開草案では，「重大な経済的インセンテ

ィブ」という概念について，IAS17 における「合

理的に確実」あるいは SFAS13 における「合理

的に保証された」という概念と類似の閾値を提

供するとしている（IASB［2013a］，BC140）。

しかながら，両者は，異なる文言を用いている

というだけでなく，その判定上の規準が異なる

ため，同じ概念あるいは同じリース期間を導き

だす規準となると考えることはできない。たと

えば，IAS17 には，「合理的に確実」に関する

具体的判断規準はないものの，このモデルとな

った SFAS13 では，リースを更新しない場合に

高額な違約金が課されるときに更新が合理的

に確実視されるとしている（SFAS13, par.5f）。

それに対して，再公開草案では「重大な経済的

インセンティブ」の評価にあたり，契約ベース，

資産ベース，企業ベースおよび市場ベースの各

要因について，単独ではなく，すべてを考慮し

て決定しなければならないとしている（IASB 

［2013a］，par.26）。これら要因の具体例とし

て，（a）オプション対象期間についての契約条

件と現在の市場料率との比較，（b）当該リース

の延長もしくは解約または資産の購入のオプ

ションが行使可能となった時点で借手にとっ

て重大な経済価値を有すると見込まれる重大

な賃借物件改良設備，（c）当該リースの解約お

よび新たなリースの締結に関するコスト，（d）

借手の営業にとっての原資産の重要性を挙げ

ている。しかも，その要因はこれらに限定され

るものではないとしている（IASB［2013a］，

B5）。 

 このように，すべての要因を包括的に考慮に

入れてオプション行使の判定を行う再公開草

案の方法は，これまでのリース会計基準では明

示されてこなかった(10)。そのため，再公開草案

におけるオプション行使の可能性をどのよう

に判断するかによっては，リース期間の決定に

これまでと異なる影響を与える可能性がある。

リース期間の長短は，オンバランスされる金額

に影響を及ぼすことになるため，これが恣意的

に判断される場合には，計上される金額決定に

自由裁量の余地を生じさせることになる。 

基準/案 期間オプションの扱い 

IAS17 オプションの行使が合理的に確実視される場合にリース期間に含める（par.4） 

再公開草案 

更新オプション：借手がオプションを行使する重大な経済的インセンティブ

を有している場合にリース期間に含める（par.25a） 
解約オプション：借手がオプションを行使しない重大な経済的インセンティ

ブを有している場合にリース期間に含める（par.25b） 
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（3）小括 

以上みたように，これまでの IASB（C）の

リース会計基準の整備の動きは，リース取引の

オンバランス規制およびその強化を図るもの

であった。使用権モデルの提案もこの規制強化

の延長線上にあるものと位置づけることがで

きる。使用権モデルが基準化されると，オンバ

ランス規制は，原則として，すべてのリース取

引に及ぶことになり，その結果，リース取引に

関して提供される情報の改善が図られること

になる。また，概念フレームワークの定義と整

合的なリース取引の会計処理が導かれること

になり，概念フレームワークと個別規準との整

合性が高まることも期待される。 

 ただし，再公開草案には，必ずしも使用権モ

デルの考えと整合的ではないリースの識別規

準が存在し，リースの判定にあたり自由裁量の

余地が働く可能性も懸念される。また，リース

期間の決定にもこれまでと異なる判断規準が

採用されており，とりわけ重大な経済的動機が

どのような場合に存在するかについてこれま

でと異なる判断が行われる場合には，同様に自

由裁量の余地が働く可能性が懸念される。こう

した恣意的な会計操作が行われる場合には，同

様の経済状況でありながら異なった会計処理

が導かれることになり，現在の会計基準で問題

視されるオンかオフかという問題が再び生じ

る可能性がある。 

 

Ⅲ わが国におけるリース会計基

準のコンバージェンス 

 それでは，IASC のリース会計基準に対して，

わが国ではこれまでどのようにコンバージェ

ンスがはかられてきたのであろうか。そして，

使用権モデルとのコンバージェンスにあたっ

て，どのような問題が生じるであろうか。以下

では，わが国のリース会計基準のコンバージェ

ンスの状況とリース会計基準に対する企業の

会計選択行動の状況を明らかにする。その点か

ら，新リース会計基準へのコンバージェンスに

対するインプリケーションを導出する。 

 

1．わが国のリース会計基準の展開 

 わが国では，リース取引の会計処理に関し

て，次のように規則および基準の整備を行って

きた(11)（図表 8）。これらの整備は，基本的に

国際的なリース会計基準とのコンバージェン

スを達成することを意図し，規制内容を段階的

に強化するように進められてきた。 

わが国の会計処理で特徴的な点は，平成 5 年

基準において，ファイナンス・リースを所有権

の移転の有無にもとづき，所有権移転ファイナ

ンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リ

ースとに区分し，このうち後者に対して賃貸借

処理（オフバランス処理）を容認する例外処理

を規定していた点である。こうした例外処理は

国際的なリース会計基準ではみられず，わが国

リース会計基準に固有の規定として，多くの批

判を受けることとなった。その後，平成 19 年

基準でこの例外処理が廃止され，借手の会計処

理としては IAS17 と同様の基準内容が整備さ

れることとなった。 

これらの展開からわかるように，わが国にお

けるリース取引の会計規制の内容も，IASC の

それと同様に，当初，開示から始まり，その後

オンバランス規制へ移行し，さらにオンバラン

スの範囲の拡大へと展開してきたことが理解

できる。 

 

2．リース会計基準のコンバージェン

スと企業行動 

（1）企業の会計選択行動の調査 

上述のように，わが国では，IASC のリース 
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図表 8：わが国におけるリース取引への規制 

規則・基準 主たる会計処理 

昭和 63（1988）年改正計

算書類規則（昭和 63 年法

務省令第 30 号） 

「リース契約により使用する重要な固定資産は，注記しなければならない。ただ

し，資産の部に計上するものは，この限りではない。」（第 18 条の 2）とし，リ

ース契約の注記又は貸借対照表への計上を規定。 

平成 5（1993）年「リース

取引に係る会計基準」企業

会計審議会 

リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースとに分類し，フ

ァイナンス・リースについては，借手が資産と負債をオンバランスすることを原

則処理として規定。ただし，所有権移転外ファイナンス・リースについては賃貸

借処理を容認。 

平成 19（2007）年「リー

ス取引に関する会計基準」

企業会計基準委員会 

平成 5 年基準で認められていたファイナンス・リースに対する賃貸借処理を廃止

し，通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理（オンバランス処理）を行うこ

とを規定。 

 

会計基準とのコンバージェンスを目指し基準

整備が進められてきたが，その過程で日本基準

を適用する企業はどのような会計行動をとっ

てきたのであろうか。ここでは，平成 5 年基準

で認められていたオンバランス処理とオフバ

ランス処理の選択権が平成 19 年基準で廃止さ

れた点に着目し，わが国企業がどのような会計

選択行動をとっていたかを確認する。それによ

って，リース会計に関する会計選択行動の特徴

点を指摘する。 

① ファイナンス・リースのオンバランス

企業の調査 

 以下の方法により，調査を行う。 

【調査内容】 

負債の部（流動負債及び固定負債）に「リー

ス債務」が計上されている企業をファイナン

ス・リースをオンバランスしている企業とみ

なして，平成 5 年基準と平成 19 年基準に対

する企業の会計行動を調査する。 

【調査期間】 

・平成 5（1993）年基準適用最終年度（2007

年 3 月 31 日～2008 年 02 月 28 日） 

・平成 19（2007）年基準早期適用年度（2008

年 3 月 31 日～2009 年 2 月 28 日） 

・適用開始年度（2009 年 3 月 31 日～2010

年 2 月 28 日） 

・直近年度（2014 年 4 月 1 日～2015 年 3 月

31 日） 

【調査対象】 

東京証券取引所市場第一部上場企業のうち，

銀行，保険，証券を除く日本基準を適用する

一般事業会社の連結財務諸表。 

【調査方法】 

平 成 19 年 基 準 に 関 し て は 日 経

NEEDS-Financial QUEST を利用。平成 5

年基準に関しては適用期間中に日経NEEDS

でリース債務が分類されていないため，入手

可能な有価証券報告書を利用してデータを

集計。 

② ファイナンス・リースのオンバランス

企業数の調査結果 

 調査の結果は，次のようになる（図表 9）。 

 ここから次のようなわが国企業の会計選択

行動の特徴点を指摘することができる。 

 第一に，平成 5 年基準が制定されファイナン

ス・リース取引のオンバランスが求められるよ 
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図表 9：ファイナンス・リースのオンバランス企業数

 平成 5 年基準 平成 19 年基準 

適用最終年度 早期適用年度 適用開始年度 直近年度 

ファイナンス・ 
リースのオン 
バランス企業数 

10 社（0.7％） 85 社（5.5％） 1143 社（73.6％） 1304 社（79.4％） 

調査対象 
企業数 

1361 社 1524 社 1552 社 1642 社 

 

 

うになっても，昭和 63 年改正計算書類規則当

時と同じく，ほぼすべての企業でオンバランス

を回避する会計選択行動がとられている点で

ある。集計したデータからは，オンバランス企

業が 1％以下であることが示されている。 

第二に，平成 19 年基準の制定により，すべ

てのファイナンス・リースのオンバランスが要

請されるようになると，7 割を超える企業で基

準に従った会計行動がとられており，その後も

拡大する傾向にある点である。集計データが示

すように，1％以下から 70％超に変化する期間

はわずか 2 年である。 

 これらのことから，会計基準にオンバランス

を回避しうる規定が存在するときには，それを

利用しオンバランスを回避するが，そうした会

計選択行動ができない状況下では，基準に従っ

て会計処理を行う傾向にあることを指摘する

ことができる。 

 

（2）リース会計基準コンバージェンスのイン

プリケーション 

 上述した新リース会計基準の再公開草案と

わが国企業の会計選択行動から，使用権モデル

へのコンバージェンスを行うことに関して，次

のようなインプリケーションを導きだすこと

ができる。 

 第一は，財務情報の改善への期待である。

IASB において新リース会計基準が公表・発効

することになれば，これに対応すべく，わが国

においても再度コンバージェンスのためにリ

ース会計基準の改定が検討されることになろ

う。その場合には，ファイナンス・リースとオ

ペレーテリング・リースが区別されることな

く，原則として，すべてのリース取引のオンバ

ランス処理が求められることになるため，これ

までにも増して財務情報の改善が図られるこ

とになる。 

 第二は，恣意的な会計操作への懸念である。

再公開草案では，リースの識別とリース期間の

判定に借手の側での判断が必要となる規準が

設けられている。契約がリースと判定されない

場合には，当該契約から生じる資産および負債

がオンバランスされることはない。リース期間

の決定においても，期間オプションをどのよう

に判定するかにより計上される金額に影響が

生じることになる。このような会計処理に自由

裁量の働く可能性のある規準が残されたまま

コンバージェンスがはかられる場合には，平成

5 年基準の適用時に見られたようなオフバラン

スを選好する会計行動がとられる可能性があ

る。 
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Ⅳ おわりに 

 本稿では，IASB(C)のリース会計基準の整備

とわが国のコンバージェンスの状況を確認し

たうえで，使用権モデルに関する二つの問題点

を指摘した。 

 第一は，使用権モデルに内在する問題点であ

る。使用権モデルは，原則として，ファイナン

ス・リースとオペレーテリング・リースを含む，

すべてのリース取引をオンバランスの対象と

する。そのため，ファイナンス・リースのみを

オンバランスする現行基準に比較して財務情

報の改善が図られることが期待されている。た

だし，使用権モデルの考えと整合的ではないリ

ースの識別規準や，これまでと異なるリース期

間の決定規準が採用されており，そこには自由

裁量の働く余地が残されている。 

 第二は，使用権モデルのわが国への導入に関

する問題点である。わが国企業のリース会計に

関する会計処理を概観すると，会計基準に自由

裁量の余地の働く規定が存在する場合には，そ

れを利用してリース取引のオンバランスを回

避する会計行動を選択する傾向にあるが，そう

した会計行動が選択できない状況下では，基準

に従って会計処理を行う傾向がうかがえる。そ

のため，使用権モデルの導入にあたっては，そ

うした点に十分な配慮が求められることにな

る。 

 

付記：本稿は，国際会計研究学会第 6 回東日本

部会での報告内容に加筆・修正を行ったもので

ある。報告時に，コメンテーターの藤田晶子氏

（明治学院大学），フロアーの石井明氏（横浜

商科大学），成川正晃氏（東北工業大学），吉田

智也氏（埼玉大学）から示唆に富む貴重な質問

を受けた。感謝の意を表したい。なお，本稿は

平成 27 年度科学研究費補助金（基盤（C），研

究課題番号：26380619）の研究成果の一部で

ある。 
 
 
注 
（1）国際会計研究学会第 6 回東日本部会の報告後

の 2016 年 1 月 13 日に IFRS16「リース」が公

表された。報告時には再公開草案を取り上げて

いるので本稿でもその点は変えずに，本稿での

論述箇所に関して IFRS16 で変更のあった部分

については注記で説明する。 
（2）リース取引のオフバランス化の動機については

菱山［2006］を参照されたい。 
（3）G4+1 の二つの報告書（G4+1［1996］および

［2000］）で提案された使用権アプローチがそ

の後の IASB のリース改革の既定路線となっ

た。 
（4）再公開草案公表後，2014 年１月に再審議が開

始され，同年 3 月には IASB と FASB が借手の

会計処理で異なる会計モデルを採用することを

公表することとなった（IASB［2014］）。 
（5）ただし，再公開草案ではリースと見なされても

短期リースについてはオンバランスは求められ

ていない。 
（6）概念フレームワークの資産および負債の定義を

リース会計に対して適用することにより，オペ

レーティング・リースに対してもオンバランス

をもたらそうとする試みは，G4+1 報告書によ

って指摘されていた（G4+1［1996］pp.16-18）。 
（7）同種の規定は IAS17 には存在しない。これは

IFRIC4 に定められていた判定指標から移入さ

れたものである。ただし，IFRIC4 は，法形式

上リースではない限定的な取引をリースとして

扱うための判定規準であるから，再公開草案の

識別規準とは異なる意味を持つものである。こ

れについては菱山［2016］を参照されたい。 
（8）こうした点は，Gruber［2013］S.2224 や

Knobloch［2014］S.706 により指摘されている。 
（9）再公開草案では，購入オプションについてもリ

ース料に含めることを定めている。購入オプシ

ョンの行使が合理的に確実であるならば，それ

はリースではなく購入と判断されるべきであ

り，これ自体重大な問題である。ただし，いず

れの場合にもオンバランスの対象となるため，

ここではこの点に関しては取り上げないことと

する。なお，期間オプションに関しては佐藤

［2011］，菱山［2011］，山﨑［2015］を参照さ

れたい。 
（10）IFRS16 では「合理的に確実」に表現が改め

られたが，その判断にあたってはオプションを

行使するまたは行使しない経済的インセンティ
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ブを生み出すすべての重要な要因を考慮すべき

ことが定められており，この点に変化はない

（IFRS16, par.18-19）。 
（11）計算書類規則が国際会計基準とのコンバージ

ェンスを目指して制定された経緯については大

谷［1998］を参照されたい。 
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IASB 概念フレームワーク改訂案と減損会計 
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本稿は，国際会計基準審議会（IASB）から 2015 年 5 月に公表された概念

フレームワークの改訂案の観点から，のれんを含む固定資産の減損会計の問題

を概念的に検討することを目的としている。 

まず，本稿では，のれんを含む固定資産の減損会計に関する国際会計基準

（IFRS），米国基準および日本基準の現状について確認した。次いで，概念フ

レームワークの改訂案の内容について，財務報告の目的および会計情報の質的

特性，財務諸表項目の構成要素，および測定の各章において，2010 年に改訂

された概念フレームワークに比べてより保守的な方向へと改訂作業が進めら

れていることを指摘した。さらに，減損会計に関する先行研究において指摘さ

れている減損損失の認識の遅れおよび経営者の裁量の介入の問題について検

討した。 

最後に，本稿では，以上の概念フレームワークの改訂案と減損会計に関する

先行研究の結果を踏まえ，減損会計基準の見直しを行って，保守的な会計処理

を行う方向へ進める可能性について検討している。 

要  旨 
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Ⅰ はじめに 

2015 年 5 月に国際会計基準審議会（IASB）

から，概念フレームワークに関する公開草案

（IASB［2015a］）が公表され，現時点で IASB

が考える概念フレームワークに関する構想が

明らかとされた。この公開草案が今後どのよう

に成案を得るか，また，最終化された概念フレ

ームワークが個別具体的な会計基準にどのよ

うな影響を及ぼすかは，現時点で，明らかでは

ない(1)。 

 現在，国際会計基準（IFRS）と米国基準お

よび日本基準との間に顕著な差異が残される

論点としては，のれんを含む固定資産の減損会

計の問題がある。この問題について，IASB 概

念フレームワーク改訂案の観点から検討する

ことが，本稿の目的である。 

 

Ⅱ 減損会計における主要論点 

 周知のように，のれんを含む固定資産の減損

会計に関する現行の IFRS，米国基準および日

本基準の間には，いくつかの差異が残されてい

る。その差異の主要なものを指摘すると，次の

とおりである（詳しくは，川村［2001］，辻山

［2004］参照）。 

 

1．減損の認識 

 まず，固定資産の減損の認識について差異が

認められる。IFRS では，減損会計基準の目的

を資産がその回収可能価額を超えて記載され

ることのないように手続を規定することに置

いており（IAS 36, par. 1），減損の認識は，い

わゆる経済性基準に基づいて行われる。具体的

には，固定資産の帳簿価額を回収可能価額（割

引後のキャッシュ・フローである使用価値と正

味売却価額のいずれか大きい方）が下回る場合

に，減損の認識を行う（IAS 36, par. 59）。 

 これに対して，米国基準および日本基準では，

蓋然性基準に基づいて減損の認識を行う。具体

的には，固定資産の帳簿価額を割引前の将来キ

ャッシュ・フロー総額が下回る場合に，減損の

認 識 を 行 う （ Accounting Standards 

Codification（ASC）360-10-35-17; 「固定資

産の減損に係る会計基準」二 1(1)）。この割引

前の将来キャッシュ・フロー総額は，次の測定

の段階においては使用されず，異なる測定値が

採用されているため，米国基準および日本基準

の減損処理は，しばしば 2 段階アプローチとよ

ばれている。 

 

2．減損の測定 

 IFRS と日本基準では，減損の測定は，対象

資産を回収可能価額で測定することによって

行われる（IAS 36, par. 59; 「基準」二 3）。回

収可能価額は，割引後のキャッシュ・フローで

ある使用価値と正味売却価額のいずれか大き

い方と定義される（IAS 36, par. 6; 「固定資産

の減損に係る会計基準注解」注 1）。帳簿価額と

回収可能価額との差額が減損損失として測定

される金額となる。（1）と併せ，IFRS では，

同じ回収可能価額が認識と測定の局面におい

て使用されており，IFRS の減損会計の手続は

1 段階アプローチともよばれている。 

 米国基準では，減損の測定に際して，公正価

値が採用されている（ASC 360-10-35-17）。帳

簿価額と公正価値との差額が減損損失として

測定される金額となる。いったん資産を売却し

て再取得することが仮定されている（SFAS 

121, pars. 69-72）ことから，一般に，再投資

の仮定が設けられているといわれている。 
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3．減損の戻入れ 

 IFRS では，のれん以外の固定資産について

減損損失の戻入れが行われる。減損損失を一体

認識したのち，一定の要件を満たした場合には，

減損損失の戻入れを行い，減損が生じた固定資

産の帳簿価額を，減損処理をしなかったならば

得られていたであろう減価償却後の帳簿価額

を上限に，新たな回収可能価額まで戻入れ，同

時に戻入益を計上する（IAS 36, pars. 110 and 

114）。 

 米国基準および日本基準では，減損損失の戻

入れは認められていない（ASC 360-10-35-20; 

「基準」三 2）。すなわち，いったん減損損失が

計上された後は，回収可能価額または公正価値

の回復を固定資産の帳簿価額に反映させるこ

とはしない。 

 

4．のれんの減損 

 IFRS，米国基準および日本基準では，のれ

んの会計処理そのものに大きな違いがある。す

なわち，日本基準では 20 年以内の規則的償却

が要求されている（「企業結合に関する会計基

準」第 32 項）のに対し，IFRS および米国基準

では，のれんの規則的償却は禁止されている

（IAS 38, par. 107; ASC 350-20-35-1）。そのた

め，IFRS および米国基準では，より厳格に，

少なくとも年に1回の減損テストの適用が要求

さ れ て い る （ IAS 36, par. 90; ASC 

350-20-35-28）。 

IFRS では，のれんの帳簿価額は，各現金生

成単位に配分される（IAS 36, par. 80）。配分

後の各現金生成単位の帳簿価額を回収可能価

額が下回る場合には，両者の差額として減損損

失が認識・測定される。のれんについては，減

損の戻入れはしない。これに対して，米国基準

では，のれんの帳簿価額は，各報告単位への帰

属が要求され，報告単位全体の公正価値がその

帳簿価額を下回り，かつ，のれんの推定公正価

値がのれんの帳簿価額を下回った時点におい

て，のれんの帳簿価額を切り下げ，減損損失を

認識する（ASC 350-20-35-1 through 13）。 

日本基準では，すでに述べたように，IFRS

および米国基準とは異なり，のれんの規則的償

却が要求されており，そのうえで，減損会計が

適用される。すなわち，のれんは，まず，各事

業への分割が強制される。各事業に分割された

のれんは，各事業を構成する資産グループに対

して，それらを含むより大きな単位で減損処理

を適用するか，またはのれんの帳簿価額を各資

産グループに配分して，それぞれののれん配分

後の資産グループについて回収可能性が判断

される（「基準」二 8）。このような手続によっ

て減損損失が認識・測定された場合，のれんの

帳簿価額が，他の資産グループの構成資産の帳

簿価額に先立って，減額されることになる（「基

準」二 8）。 

 以上のように，固定資産の減損会計は，IFRS，

米国基準および日本基準において，さまざまな

論点ごとに共通点と相違点が混在する状態に

あり，国際的なコンバージェンスが進む中にあ

って，珍しく三者三様の内容を有する状況とな

っている。 

 

Ⅲ 概念フレームワーク改訂案に

おいて減損会計に影響を及ぼ

すと考えられる事項 

 IASB の概念フレームワーク改訂案では，財

務報告の目的，会計情報の質的特性，報告主体，

財務諸表の構成要素，認識および認識終了，測

定，表示並びに開示の諸点において，既存のフ

レームワークの改訂または新設が提案されて

いる。 

 これらのうち，固定資産の減損会計に関連す
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ると思われる事項は，以下のとおりである。 

 

1．財務報告の目的および会計情報の

質的特性 

2010 年において，IASB は，FASB と共同で

財務報告の目的および会計情報の質的特性に

関する章を改訂している。2012 年に IASB 単

独でプロジェクトを再開するに際しては，根本

的な見直しをしないことを決定しているが，討

議資料公表の段階で，それらの章のいくつかの

側面について再検討を求めるコメントが多数

寄せられたことから，今般の公開草案ではいく

つかの提案を行っている。 

 第 1 に，経営者の受託責任を評価するために

必要な情報を提供することの重要性について

言及している（IASB［2015a］，pars.1.3-1.23）。 

 第 2 に，慎重性（prudence）の概念を復活さ

せている。慎重性は，中立性を達成するために

重要であると述べている（par. 2.18）。 

 第 3 に，実質優先主義についても言及してお

り，忠実な表現のためには，経済事象の単なる

法的形式ではなく，その実質を表現すると述べ

ている（par. 2.14）。 

第 4 に，信頼性が質的特性として識別されな

くなったことに伴い，財務情報の有用性を低下

させる測定の不確実性に懸念が生じていると

し，改訂案では，測定の不確実性が財務情報の

目的適合性を低下させる可能性のある一つの

要因であると整理している。測定の不確実性は，

情報の目的適合性を高めるその他の要因との

間にトレードオフが生じると述べている（pars. 

2.12-2.13）。 

以上のような 2015 年改訂案は，ただちに減

損会計の枠組みに影響を及ぼすとは考えにく

いが，2010 年改訂フレームワークに対して，

保守主義の程度が高められる方向にあると指

摘することは可能であろう。 

2．財務諸表構成要素の定義 

 資産は，過去の事象の結果として，当該実体

が支配する現在の経済的資源をいい，経済的資

源とは，経済的便益を生み出す潜在性を有する

権利であるとされる（pars. 4.5-4.23）。資産の

定義に，FASB の概念フレームワークとは異な

り，蓋然性は含まれない。負債の定義において，

資源の移転を「回避する実際的な能力」が存在

しないことが含まれる。「実際的な」（practical）

が挿入されたことにより，負債の範囲が拡大す

ることが指摘されている（pars. BC4.48-4.66）。

負債の定義が拡大されることは，保守性の程度

が高められる方向にあるという従前の指摘と

軌を一にする。 

 財務諸表の構成要素の定義は，資産負債アプ

ローチに基づいて行われるものの，認識及び測

定に関する重要な意思決定は，結果として生み

出される財務業績および財政状態の両者に関

する情報の本質を考慮することによって行わ

れるとしている（par. BC4.3）。このため，資

産負債アプローチに基づいて，すべての資産お

よび負債を後述する current value で評価する

ようなことは想定されていないと考えられる。 

 会計処理単位（unit of account）の選択は，

最も有用な情報が提供されるように行われ，目

的適合性，表現忠実性およびコストの観点から

行われる（pars. 4.57-4.62）。減損会計において

は，資産のグルーピング，報告単位の決定が重

要な論点となるが，その決定に際しての一般的

な考え方が示されたと考えることができる。 

 

3．測定 

 IASB 概念フレームワーク改訂案では，測定

の局面において，歴史的原価（historical cost）

と current value(2)が測定基礎の 2 つの分類と

して提示されている（par. 6.4）。 

歴史的原価には，原始認識時における取得原
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価または製造原価の他，その後の期間における

消費や回収不能の事実（減損）を調整した後の

価額も含まれる（par. 6.7）。 

この意味では，従前から議論されてきた，「評

価か配分（の修正）か」という問題（米山［2003］）

については，配分の修正としての整理が行われ

ていると理解することができる。 

また，current value には，公正価値と使用

価値（資産について。負債については履行価値）

がある（par. 6.20）。使用価値は，市場参加者

の仮定ではなく，企業固有の仮定に基づいて決

定される。ただし，最も有用な情報を提供する

ため，これをカスタマイズすることもある。例

えば，貨幣の時間価値またはリスクプレミアム

について，市場参加者の仮定を用いることもあ

る（par. 6.35）。このようなカスタマイズは，

すでに IAS 36 において行われており（IAS 36, 

pars. 55-57），概念フレームワーク改訂案には，

このような現行基準の実務にとって妨げにな

るような記述はみられず，その意味では，現行

基準の実務を積極的に変えようとするもので

はなさそうである。 

 測定基礎の選択に際しては，有用な財務情報

の質的特性とコスト制約が考慮されるべき要

因として挙げられている。 

 

4．概念フレームワークからの影響 

 会計選択は，コスト・ベネフィットの観点か

ら，最適解を模索する作業である。社会的な会

計選択である会計基準設定は，社会的にみて最

適解を模索する作業とみることができる

（Kawamura［2015］）。概念フレームワーク

は，コスト・ベネフィット分析に含まれるコス

ト・ベネフィットの範囲を定義する役割を担っ

ており，その改訂は，コスト・ベネフィットの

範囲を再定義することを意図しているとみる

ことができる。 

 2010 年の概念フレームワークの改訂では，

受託責任に関する記述を削減し，信頼性を表現

の忠実性に置き換えるなど，より非保守的な方

向へシフトすることを志向していたと考えら

れるが，今般の概念フレームワークの改訂案は，

2010 年の改訂に比べて，受託責任の役割，慎

重性，測定の不確実性などに関する記述が増え

ており，総じて，今度は逆により保守的な方向

へ揺り戻しが起こっている。例えば，EFRAG

の保守主義に関する報告書（EFRAG［2013］）

などにみるように，IFRS の主たるユーザーで

ある欧州および加盟各国の基準設定主体の見

解がこのような揺り戻しに大きな役割を果た

している。このような傾向は，2010 年の改訂

から再び，コスト・ベネフィットのバランスを

変えてしまうものと考えられる。 

 

5．減損会計のコスト・ベネフィット 

 そこで翻って，そもそも減損会計のベネフッ

トとコストとは何かを考える必要があろう(3)。

まず，減損会計がもたらすベネフィットとして

は，次のようなものが考えられる。 

第 1 に，減損会計は，市場参加者に，固定資

産に生じた収益性の低下を，投資の失敗などの

イベントとして伝えるシグナリングの役割を

果たす（Göx and Wagenhofer［2009］（佐藤・

鈴木編著［2013］を参照）; Gu and Lev［2011］）

ことによって，適時性のある情報を提供する。 

第 2 に，第 1 のシグナリングの効果と関連す

るが，減損会計は，契約や受託責任の観点から，

経営者の行動に一定の規律を与える効果があ

る。 

第 3 に，減損会計によって，減損処理後の利

益計算の意義が回復されることが期待される

（米山［2003］）。減損損失の計上によって，将

来期間における減価償却費等の費用の減少に

伴って，将来期間における利益の計上が期待で



54 

きる。損失のストリームよりも，moderate な

利益のストリームの方が，投資家は予想しやす

いと考えられている。 

第4に，経営者に裁量を与えることによって，

当該企業に関する将来のキャッシュ・フローに

関して経営者が有する私的情報を反映させる

ことが考えられる。 

一方，減損会計のコストには，次のようなも

のが考えられる。 

第 1 に，当然のことながら，会計処理コスト

が生じる。減損会計を行わなければ，固定資産

について，通常の取得原価ないし減価償却適用

後の取得原価によって評価が行われる。固定資

産が時の経過とともに消費され，いずれ財務諸

表から除去されることを考えれば，減損会計を

行う必要性は絶対的なものではない。それにも

かかわらず，減損会計を適用することになると，

追加的に会計処理コストが生じることになる。

とりわけ，将来のキャッシュ・フローの見積も

りや使用価値の推定に当たっては，無視しえな

い会計処理コストが生ずると考えられる。 

第 2 に，測定の不確実性に伴うコストが生じ

る。減損会計を適用せず，減価償却を適用する

だけだとすると，耐用年数や残存価額の見積も

りなどにおいて測定の不確実性が生じるが，減

損会計における使用価値や公正価値の見積も

りに際しては，より大きな測定の不確実性が生

じると考えられる。この不確実性によって，利

用者が意思決定を誤る可能性があり，その意味

で追加的なコストが生じると考えられる。 

第3に，経営者に裁量を与えることによって，

機会主義的行動を誘引するコストが生じる(4)。

減損会計の適用に際しては，キャッシュ・フロ

ーの見積もりなどにおいて経営者に裁量の余

地が多く与えられる。この結果，経営者が機会

主義的な行動をとり，財務諸表の内容が歪めら

れ，財務諸表の利用者が誤導されたり，不適切

な契約が履行されたりするコストが生じる可

能性がある。 

 

6．減損会計に関する研究成果とその

インプリケーション 

 現在まで減損会計の実務について観察した

研究が数多く公表されており，本節では，それ

らの研究成果から減損会計基準へのインプリ

ケーションを模索しようと思う。 

Riedl［2004］は，FAS121 公表後，減損損

失と経済的要因との相関は弱まり，ビックバス

的な報告行動との相関が強まっていると指摘

している。Penner et al.［2013］は，海運業界

において，米国基準と IFRS とでは，減損会計

基準の適用結果が大きく異なり，資産収益率や

資産回転率が大きく異なると指摘している。ま

た，Gordon and Hsu［2014］は，米国基準と

IFRS を比較し，将来の業績を予見する観点か

ら，IFRS で報告された減損のほうが将来の利

益とキャッシュ・フローとの相関が著しく高

く，IFRS のもとでの減損会計基準のほうが将

来業績に関してより情報内容が豊富であると

する。 

IFRS における減損会計について，Trottier

［2013］は，戻入処理を求めることによって，

経営者が減損処理を行う可能性が著しく高ま

ることが報告されている。 

のれんの減損会計について，Hayn and 

Hughes［2006］は，のれんの切り下げがのれ

んの経済的減損から平均して 3年から 4年遅れ

ており，被取得企業の業績に関するセグメント

情報よりも，もともとの企業買収の性格に関す

る情報のほうが減損処理のより強力な予見要

素であるとする。とくに，取得企業の株価の過

大評価が無理な企業買収を促し，その結果，の

れんの減損処理につながる可能性が高いとす

る研究成果もある（Gu and Lev［2011］）。こ
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の研究では，対価としての取得企業の株価の過

大評価が自動的にのれんの減損につながると

いう経営者の主張に反して，のれんの減損のシ

グナリング効果を肯定している（Gu and Lev 

［2011］）。 

のれんの減損処理について規定する FAS 

142 の公表後，のれんの減損損失に対する市場

の反応が，非対称性が高く規模の大きい企業ほ

ど弱まっており，公正価値の見積もりに基づく，

より目的適合的な情報は，信頼性をもって入手

することが困難であるとする研究もある（Bens 

et al.［2011］）。また，のれんの償却を行って

いれば，経営者の裁量に対する感応度が低くな

り，減損損失がより有意義になる可能性がある

とも指摘される（Bens et al.［2011］）。 

また，Ramanna and Watts［2012］は，の

れんの公正価値に基づく減損処理によって，

FASBが主張するような私的情報が市場にもた

らされるという証拠は発見できず，むしろエー

ジェンシー理論に整合的な証拠のいくつかを

発見している。同様に，のれんの減損損失とア

ナリスト予想の正確性と分散との関係を検討

し，のれんの減損があると正確性が低下し，分

散が大きくなることを指摘する研究もある

（Chen et al.［2014］）。この研究では，監査の

専門化，機関投資家による投資等のモニタリン

グのしくみによって，のれんの減損がアナリス

ト予想の分散に及ぼす悪影響を減じていると

される（Chen et al.［2014］）。 

このように，総じて，減損処理の遅れや経営

者の裁量の存在を指摘する研究が多い。したが

って，一つの方向性としては，今般の概念フレ

ームワークの改訂案の方向に合わせ，今後，減

損会計基準をより保守的な方向に進めること

が考えられる。少なくとも，現行の減損会計基

準には，保守性の観点から見ても相違点が残さ

れており，それぞれの基準において，保守的な

方向へもう一段ギアを上げる余地が残されて

いる。もう一つの方向性としては，経営者の裁

量を低めるようなメカニズムを減損会計基準

に組み入れることを検討することも挙げられ

る。 

具体的には，IFRS は，米国基準や日本基準

に比べて，割引後将来キャッシュ・フローを用

いていることから，認識のタイミングの観点か

らは，より保守的と考えられている。また，戻

入れを要求していることから，減損処理の頻度

が高い点も指摘できる。したがって，米国基準

や日本基準においては，IFRS と同様の認識基

準（割引後将来キャッシュ・フローを用いた経

済性基準）の採用が検討対象となりうる。 

また，減損の測定においては，公正価値に，

使用価値よりも高い市場規律が期待できる。公

正価値は，継続使用を前提とする多くのケース

において使用価値よりも低いと考えられるこ

とから，公正価値によって減損損失を測定した

場合のほうが減損処理による cliff effectが大き

くなる。このような cliff effectを大きくすると，

むしろ経営者に対して裁量を用いるインセン

ティブを高めることになる（Dye et al.［2015］）

という問題も指摘される。この問題に対処する

ためには，経営者の裁量を抑止する観点から，

cliff effect を緩和するように，例えば経済性基

準を用いることによって減損の認識の頻度を

高めることを合わせて考えなければならない

であろう。あるいは，公正価値を減損の認識の

局面においても用いること(5)も検討の対象とな

るであろう。 

さらに根本的な問題としては，将来キャッシ

ュ・フローに関する検証不能な見積もりによっ

ては，本来の保守主義が達成されない点が指摘

されている（Watts［2003］）。特に FAS142 に

おけるのれんの「推定公正価値」には，検証可

能性に関連する問題が多い。のれんの償却は，
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のれんの減損処理における経営者の裁量に対

する感応度を低める（Trottier［2013］）ことか

ら，IFRS や米国基準において，その是非が改

めて検討される必要があろう(6)。 

 

Ⅳ おわりに 

 本稿では，2015 年に IASB から公表された

概念フレームワーク改訂案の観点から，現行の

減損会計に関する会計基準について検討した。 

 その結果，より保守的な方向に減損会計基準

を調整していく方向性が指摘され，減損会計の

実態に関する研究成果を踏まえて，減損会計基

準に含まれる減損処理には再検討の余地が多

分にあることを指摘した。 

 とりわけ，財務諸表に計上されるのれんの金

額が巨大化していることに伴い，その減損処理

が財務諸表の有用性に及ぼす影響について懸

念が示されている現在，2000 年前後に確立し

た，のれんを含めた固定資産の減損会計のあり

方について再検討すべき時期に至っているの

ではないかと考えられる。 

 
注 
（1）実際，IASB は，概念フレームワークの位置づ

けが，基準ではないことから，基準に具体的に

どのような影響を及ぼすかは，正規の手続の結

果として明らかとなるものであるとしている。

IASB は，概念フレームワークの公開草案が，

各基準における概念フレームワークの引用箇所

にどのような影響を及ぼすかについて，別途の

公開草案を公表している（IASB［2015b］）。 
（2）古典的には「時価」と訳すべきであろうが，わ

が国の会計基準では fair value に「時価」の訳

が付されている。「現在原価」は，present value
の定訳として使われている。なお，改訂案の企

業会計基準委員会の訳によると「現在価額」と

いう邦訳が付されている。 
（3）本来は，コスト・ベネフィット分析の前提とな

る環境条件（すなわち，制約式）とは何かを考

えておく必要がある。たとえば，資本市場に関

する仮定，市場参加者のインセンティブやその

基礎となる契約の内容，さらには会計情報が一

 
組の一般目的財務諸表によって提供されること

（Kawamura［2015］）などが含まれる。 
（4）いわゆるビッグバス会計（big bath accounting）

が有名である。とりわけ，経営者交代のタイミ

ングで，新経営者の裁量により，過度な損失の

計上によるビックバス会計が生じうる。 
（5）例えば，かつての著しい時価の下落に基づく減

損処理へ回帰することなどが一例である。 
（6）支配プレミアムを一時の損失とする，（取得時

または減損判定時において）資本剰余金から控

除するなどのアイディアはある。 
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第 6 回東日本部会統一論題に対するコメント 
 

 

古  庄  修 
日本大学 

 

国際会計研究学会第 6 回東日本部会におけ

るふたつの統一論題報告，すなわち，山田純平

先生「IASB における負債と資本の区別とその

問題点」（以下，山田報告という）ならびに川

村義則先生「IASB 概念フレームワーク（公開

草案）と減損会計」（以下，川村報告という）

に対するコメンテーターとして，筆者は当日の

コメントを以下に要約する。 

山田先生は，会計主体論の問題を捉えて負債

と資本の区別を論じられてきた研究者として

知られているが，山田報告の主題は，IASB に

おいても長く検討されながらいまだ解決に至

らない負債と資本の区別をめぐる議論の経緯

と概念フレームワーク形成の動向をふまえて，

なぜ未解決となっているのかその理由を明ら

かにし，解決に向けた道筋を示そうとするもの

であった。 

山田報告においては，負債と資本の区別をめ

ぐる問題に決着がつかない理由として，エンテ

ィティ全体の観点から財務諸表が作成される

ことと負債を重視することとの整合性が不十

分であるとの知見が示された。そこではプッタ

ブル金融商品（清算時または早期買戻し時に純

資産を比例的に受け取ることができる金融商

品）を例示して，「負債＝経済的資源を引き渡

す義務」の考え方が強すぎるため，例外が生じ

ざるを得ないことを指摘している。 

IASB の概念フレームワーク 2015 年公開草

案は，現状のまま 2 区分かつ「負債確定アプロ

ーチ」を提案しているが，山田報告は 2 区分の

重要性をB/Sの観点およびP/Lの観点其々から

説明するとともに，2 区分以外の方法としてこ

れまで提案されてきた無区分や 3 区分の可能

性についても整理された。そのうえで現行制度

の問題点を検討するための論点として，自社株

決済およびプッタブル金融商品を取り上げて，

前者は，固定対固定の原則を適用すること，後

者は金融負債の定義の例外として資本と区分

されることに注目している。 

本報告は，負債厳格解釈説に異論を唱えて，

資産－負債＝資本ではなく，資産－資本＝負債

の等式を重視していると考えられる。 

この点について敷衍すれば，例えば，強制償

還義務株式（あらかじめ定められた日もしくは

決定可能な日に，または発生することが確実な

事象の発生時に資産を譲渡して株式を償還す

る義務を発行者に負わせる株式）について，

IFRS では定義上，①「金融資産または金融負

債を交換する契約上の義務」，②「自社の持分

金融商品で決済される契約」に基づいて，負債

として処理される（また，米国基準においても

負債である）。日本においてはこれをどのよう

に捉えればよいのだろうか。 

IASB の概念フレームワーク 2015 年公開草

案が，無区分や 3 区分ではなく，2 区分かつ「負

債確定アプローチ」を修正せず，結論を先送り

した理由は何か。例えば，エンティティ全体の

論点によるとき無区分すなわち資産＝持分と

なり，山田報告が示唆するように，このことは

資本と利益の区別に影響する。すべての請求権
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を直接測定することは，企業全体の価値の測定

になり，一般目的財務諸表の目的を逸脱するこ

とになる。他方，負債と資本の区別以外にサブ

クラスを設ける 3 区分を採用する場合には複

雑性を招き，かかる区分の変動は収益・費用の

定義に合致するのか。山田報告において自社株

決済を固定対固定の原則に基づき分類し，プッ

タブル金融商品を資本とみるのはこれまでの

経緯から当然であるとも解し得るが，山田先生

には，資本と利益の区分に係る議論の経緯をふ

まえて長年にわたり決着がつかない理由を改

めてご説明頂くとともに，本報告が含意する新

たな問題ないし展開はあるのか，日本の概念フ

レームワークと会計基準を念頭にご教示をお

願いした。 

川村報告においては，減損会計について

IASB の概念フレームワーク 2015 年公開草案

の関連事項を整理したうえで，網羅的に基本的

な論点の検討が行われた。特に，概念フレーム

ワークの改訂が保守主義の程度を高める方向

にあることを捉えて，のれんを含めたいくつか

の実証的証拠に基づく会計基準の在り方が論

じられた。 

周知のように，減損損失の認識の判定につい

て，IFRS は経済性基準，日本基準は蓋然性基

準に基づく。減損の測定については，IFRS と

日本基準は対象資産を回収可能額（使用価値と

正味売却価額のいずれか大きい方の額）で測定

するが，IFRS では減損損失の戻入れが行われ

る一方で，日本基準では認められていない。ま

た，のれんの減損については，IFRS では規則

的償却は禁止され，少なくとも年 1 回の減損テ

ストの適用が要求されること等，日本基準との

間に無視できない相違点がある。 

IASB 概念フレームワークは，減損会計基準

に直接言及していないとしても，総体としてよ

り保守的な会計を志向しているというのが川

村先生の認識である。とりわけ減損会計には認

識要件を満たしたときに断崖（cliff）を作ると

いう特徴をふまえて，経営者に規律を与えると

いう観点からどの程度の断崖（cliff）を作るの

かが制度設計上の鍵となることを強調された。 

川村報告における提案は，減損会計基準をよ

り保守的な方向に進めるというものであった。

すなわち，使用価値より公正価値（市場平均の

期待）に高い市場規律が期待できるため，“cliff 

effect”を有効に活用して経営者の裁量を抑止

する観点から，公正価値（または正味売却価額）

による測定を再検討する余地があることを示

唆された。特にのれんの金額は大きくその経済

的影響も重要であることから，のれんの償却は

減損処理における経営者の裁量に対する感応

度を低下させる。減損処理をより有意義なもの

とするうえでの論点が明示された。 

日本においては減損の存在が相当程度確実

な場合に限って減損損失を認識し，測定するこ

と，また実務上の事務負担の増大を理由として

減損損失の戻入れが禁止されているが，IASB

が当該戻入れを求める理由については，減損の

測定の観点から概略以下のような異なる説明

が可能であろう。すなわち，公正価値を用いて

減損損失を把握する考え方は，対象資産の売却

と再購入という取引を擬制している。かかる考

え方に基づけば，新たな取得原価に基づいて減

価償却が行われることになる。つまり新たな資

産の再購入を擬制しているため，戻入れの可能

性はない。他方で，IFRS のように回収可能額

を用いて減損損失を把握する考え方は，減損処

理によって支出額に基づく評価から，収入額に

基づく評価―債権と同様の性格付けが可能な

資産―へと変換されたと理解しうる。そのため

もはや減価償却を行う必要はなく，継続的に回

収可能性を確認する処理が求められる（齋藤

［2007］）。減損の戻入れは過去の見積りの修正



第 6回東日本部会統一論題に対するコメント 

61 

となるため，むしろ必然ということになる。 

川村先生には，減損会計基準をより保守的に

進めるとの知見について改めてご説明をお願

いした。また，IFRS，米国基準および日本基

準の間に相違点を残したままとなっている典

型的な会計基準として，減損会計基準のコンバ

ージェンスはいかに進められるべきか，これま

で会計基準の開発（制度設計）に深く関与され

てきた研究者として，川村先生には理論と区別

して説明される制度としての減損会計基準の

在り方についてもご教示をお願いした。 
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国際標準化と会計及び会計学の将来 
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現在，国際会計基準（IFRS），国際監査基準（ISA），国際会計教育基

準（IES），国際公会計基準（IPSAS），国際統合報告基準（IIRS），職業

会計士の倫理規程（CEPA）など，多くの領域で会計の国際標準化が進

められている。そのうち最もよく知られているのが IFRS であるといえ

よう。  

IFRS を生み出した欧米と文化的背景を大きく異にする日本が，会計

基準の国際標準化で主導権を取ることはないと考えられる。そうしたこ

ともあり，日本はこれまで EU，アメリカ，IFRS 財団の動向に応じてそ

の姿勢を変えるなど，IFRS に対して受動的対応をとってきた。しかし

最近，特に安倍政権の成長戦略のもとで，日本は IFRS の任意適用の拡

大に尽力し，日本独自の修正国際基準（JMIS）を公表するなど，IFRS

に対して能動的対応をとるようになっている。  

日本としては，IFRS 任意適用の拡大をさらに積極的に促進するとと

もに，IFRS の開発に貢献し続けることが肝要である。一定数の IFRS

適用企業を有するためには，実務面で活躍するグローバル会計人材を育

成しなければならない。また会計研究で世界に貢献するためには，証拠

にもとづく基準設定を推進しようとして IASB が提示している課題の研

究に取り組むことができる研究者を育成しなければならない。  

グローバル会計人材は，会計の専門知識を有することはもちろん，そ

れに留まらず，英語力をもち，異文化を受け入れることができる人材で

あり，人間としての総合力が問われる。会計の国際標準化に正面から，

しかも日本的に向き合うことにより，会計制度・実務でも会計研究でも

グローバル化に対応すること，そしてそれを担うことができるグローバ

ル会計人材を育成すること。この課題に取り組むことができなければ，

ますますグローバル化が進む時代にあって，日本が外国（特にアジア諸

国）から尊敬される会計大国になることはできない。  

要  旨 
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Ⅰ 会計における国際標準化の 

諸側面 

 開催校の熊本学園大学より「国際標準化と会

計及び会計学の将来」というテーマをいただき，

本日講演することになりました。拙い内容では

ありますが，この点に関連してこれまで私が考

えてきたところを中心に，述べてみたいと思い

ます。 

 

1．会計における国際化の始まり 

最初に，会計分野の国際化の始まりについて

概観しておきます。 

国際会計研究の第一人者と目されてきたの

は，ワシントン大学名誉教授の Gerhard G. 

Mueller 教授でした。Mueller 教授は，1965 年

に国際会計に関する論文を発表していますが，

有 名 な の は 1967 年 に 出 版 さ れ た 著 書

International Accounting (1)で，おそらくこれ

が世界で最初の国際会計の書物であると思わ

れます。日本では，1967 年に出版された染谷

恭次郎先生の論文「インターナショナル・アカ

ウンティングへの挑戦」(2)が国際会計研究の嚆

矢であると思われます。 

 会計基準の国際化については，1973 年に創

設された IASC（ International Accounting 

Standards Committee, 国際会計基準委員会）

が注目されます。 

会計学会の国際化の始まりを何に求めるか

は難しいところですが，日本では 1984 年に国

際会計研究学会（Japanese Association for 

International Accounting Studies, JAIAS）が

設立されました。翌 1985 年には，日本の貢献

もあり，IAAER（International Association for 

Accounting Education and Research, 国際会

計教育研究学会，世界会計学会）が設立されて

います。 

会計制度面に目を転じると，1996 年に橋本

総理による金融ビッグバンの一環として会計

ビッグバンが唱えられたことが注目されます。 

そして，会計基準設定主体では，2001 年に 

IASB（International Accounting Standards 

Board, 国際会計基準審議会）が創設されたの

に続き，日本でも同年，企業会計基準委員会

（ Accounting Standards Board of Japan, 

ASBJ）が創設されました。 

 

2．会計領域における国際標準化 

最近，会計に関連するさまざまな領域で基準

の国際標準化が進められています。本学会の基

調講演と統一論題では下記が取り上げられる

ことになっています(3)。 

国際会計基準（IFRS） 設定主体：IASB 

国際監査基準（ISA） 設定主体：IFAC 

国際会計教育基準（IES） 設定主体：IFAC 

国際公会計基準（IPSAS） 設定主体：IFAC 

国際統合報告基準（IIRS） 設定主体：IIRC 

 ここで，IASB はすでに出てきたとおり国際

会計基準審議会を，IFAC は国際会計士連盟

（International Federation of Accountants）

を，IIRC は国際統合報告評議会（International 

Integrated Reporting Council）を，それぞれ

指しています。 

 これ以外にも，例えば IFAC が設定している

職業会計士の倫理規程（CEPA）があり，これ

もまた国際標準化の流れの中にあります(4)。 

 本日私は，このうち，主に IFRS を中心に述

べることを要請されているものと理解してい

ます。 

 

3．国際標準化の主導権をとれない 

日本 

現在は国際標準化が当然のこととして語ら

れる時代になっていますが，日本はなかなか会
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計領域における国際標準化の主導権をとれな

いでいます。 

一般的な標準化の例としてビデオ戦争（1970

～80 年代）があります。VHS 方式 vs ベータ

方式として有名なビデオ戦争には，日本企業が

参画していました。他方，日本が主導権をとれ

ない国際標準化の例として，捕鯨やいるか漁を

あげることができます。そこに見られるのは日

本の食文化への批判でもあり，対応に当惑せざ

るをえません。 

会計分野の国際標準化も，日本が主導権をと

らなかった，ないしはとれなかった例であると

いえます。 

 

4．本講演のねらい 

本日の講演で私は，日本がこれまで，IFRS

に対していかに受け身の対応しかしてこなか

ったかを示すとともに，新たな局面を迎えた今，

日本がようやく能動的な対応を始めたことを

示したいと考えています。そのために，長年に

わたり受動的対応を余儀なくされた背景をみ

るとともに，日本は会計の国際標準化に正面か

ら，しかも日本的に，向き合わないと生きてい

けないことを確認します。それこそが，わが国

の会計の将来を決めることになると考えるか

らであります。そして，「会計」の国際標準化

は「会計学」の国際標準化に通じるとの認識に

もとづき，日本の会計研究が今後どのように展

開されるべきかを考察し，人材育成の重要性に

言及することといたします。 

 

Ⅱ IFRS に対するわが国の対応:

受動から能動へ 

5．めまぐるしく変わるわが国におけ

る IFRS の議論(5) 

 IFRS をめぐる最近のわが国の対応には一貫

した姿勢が見られず，理解しにくいものとなっ

ています。 

 1973 年に IASC がその活動を始めると，こ

れと軌を一にするかのように，世界中で会計基

準の国際的調和化（Harmonization）をめぐる

議論が展開されるようになりました。調和化を

めぐる動向は，わが国ではその後 2006 年まで

続くことになります。 

 2005 年 6 月，欧州証券規制当局委員会（CE

SR）は，日本・米国・カナダの各会計基準の

同等性評価について，EC に対する技術的助言

を公表しました(6)。これを受けて 2006年 7月，

わが国では企業会計審議会・企画調整部会が

「会計基準のコンバージェンスに向けて（意見

書）」を公表し，IFRS とのコンバージェンスを

進めることとしました。 

コンバージェンスに向けた歩みを始めたわ

が国ではありましたが，米国証券取引委員会

（ Securities and Exchange Commission, 

SEC）が 2008 年 11 月に IFRS の段階的適用

に関するロードマップ案(7)を公表すると，これ

に追随するかのように，わが国においてもアド

プションに向けた議論が開始されることにな

りました。 

しかも，その米国が 2011 年になってアドプ

ションに対して消極的な姿勢を示すに至ると，

わが国もまたアドプションを先送りするとい

う変身を見せるのです。 

ところが，2013 年に IFRS 財団がプレスリ

リース(8)を公表すると，日本はまたまた一転し，

IFRS の任意適用拡大の議論を進めることにな

りました。 

 このように，IFRS に対するわが国の姿勢は，

わが国の主体的な考え方によってではなく， 

EU，米国，IFRS 財団等の影響を受けて刻々と

変化してきました。 

しかし，IFRS に対するこうした受動的な態



66 

度は安倍政権の成長戦略によって一変し，任意

適用の拡大をさらに推進することとなります。

これは，IFRS に対して日本が初めて主体的・

能動的取り組みを始めたことを示すものであ

り，注目されます。 

 

6．コンバージェンス以前の日本の 

姿勢(9) 

2006 年以降，わが国でコンバージェンスが

論じられるようになりましたが，それ以前，わ

が国では必ずしも IFRS について前向きに検討

されてきたわけではありませんでした。 

2004 年 4 月 19 日，日本経済団体連合会は，

欧州産業連盟（UNICE）と「国際会計基準に

関する共同声明（Joint Statement on Inter-

national Accounting Standards）」を公表しま

した(10)。その中で，会計基準に関する基本的概

念については，IFRS が現行基準の基本的概念

を大幅に変更するものであるがニーズに裏打

ちされていないこと，特に「業績報告（包括利

益報告）」，「金融商品の全面時価評価」，「退職

給付会計の見直し」で IASB に全面時価主義を

採用する意図があることから，経済界は断固と

してこれに反対するとしたのです。 

 

7．EU（欧州連合）による同等性評価 

 わが国が IASBとのコンバージェンスを強く

意識させられる契機となったのは，EU による

同等性評価でありました。EU は，2005 年１月

から EU 域内の上場企業の連結財務諸表に

IFRS の適用を義務づけ，2009 年１月からは外

国企業にもこの規定を適用することとしまし

た。その結果，日本基準が IFRS と同等と認め

られなければ，EU で資金調達しようとする日

本企業がEU市場からの撤退を余儀なくされる

恐れがあったのです。 

 EU の指示を受けた欧州証券規制当局委員

（CESR）は，2005 年 6 月，日本・米国・カナ

ダの各会計基準の同等性評価について，EC に

対する技術的助言を公表しました(11)。CESR

は，日本の会計基準について全体として同等と

しつつも，26 項目の差異を指摘し，差異を排

除するよう求めました。 

 

8．コンバージェンスに向けた姿勢の

変化 

 2005 年，EU の同等性評価がなされることと

なり，わが国の態度がコンバージェンスに向け

て一変することとなりました。その端緒となっ

たのは経済界の態度変化であり，次いで政府も

コンバージェンスに向けて舵の方向を切り替

えました。 

 コンバージェンスについて，2006 年 6 月 20

日，日本経済団体連合会は「会計基準の統合（コ

ンバージェンス）を加速化し，欧米との相互承

認を求める」という文書を公表しました。これ

に呼応するかのように，その直後の 2006 年 7

月 7 日には，「経済財政運営と構造改革の基本

方針 2006」の閣議決定がなされました。その

第 2 章「成長力・競争力を強化する取組」では，

民の力を引き出す制度とルールの取組規制改

革等を通じ，民間活力を十分引き出すと同時

に，公正で透明な市場を確立し，市場活力の維

持と向上を図るとした上で，会計制度につい

て，「四半期報告制度を円滑に実施するととも

に，平成 21 年に向けた国際的な動向を踏まえ，

会計基準の国際的な収斂の推進を図る」ことと

されました。 

 政府のこうした方針を反映して，2006 年 7

月 31 日，企業会計審議会・企画調整部会は「会

計基準のコンバージェンスに向けて」という意

見書を公表しました。企業会計審議会がコンバ

ージェンスの方針を明らかにしたのは，これが

初めてでした。 
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 企業会計審議会からEUの同等性評価等を視

野に入れた画期的な対応が提言されたことを

踏まえて，ASBJ は 2006 年 10 月 12 日に「我

が国会計基準の開発に関するプロジェクト計

画について－EU による同等性評価等を視野に

入れたコンバージェンスへの取組み－」を公表

しました。そして，2007 年 8 月 8 日，ASBJ

と IASB は「会計基準のコンバージェンスの加

速化に向けた取組みへの合意」を公表しました。

これが「東京合意」です。 

 東京合意では，日本基準と IFRS の間の重要

な差異（同等性評価に関連して 2005 年 7 月に

CESR により指摘された差異）を 2008 年まで

に解消し，残りの差異については 2011 年 6 月

30 日までの解消を図るとされました。これを

受けて，2008 年 12 月 12 日，EC は日本と米

国の会計基準を IFRS と同等と認めたのです。 

これによりEUに上場する日本企業は引き続

き日本基準に準拠した財務諸表を使用するこ

とができることとなりました (12 )。こうして

2008 年 12 月 26 日には，ASBJ が「東京合意

に掲げた短期コンバージェンス項目の終了に

あたって」を公表するに至ったのです。 

 

9．アドプションに向けた姿勢の変化(13) 

SEC は 2008 年 11 月 14 日，IFRS の段階的

適用に関するロードマップ案を公表しました。

ロードマップ案によると，2014 年から大規模

早期適用企業が，2015 年から早期適用企業が，

2016 年から早期適用企業以外の企業が IFRS

を適用することになっていました。また，IFRS

の使用を義務づけるかどうかについては，2011

年に決定するとされていました(14)。 

これに対して，日本経済団体連合会は，2008

年 10 月 14 日に「会計基準の国際的な統一化へ

のわが国の対応」という文書を公表し，アドプ

ションを支持する姿勢を鮮明にしました。 

そして，2009 年 6 月 30 日，企業会計審議会

は「我が国における国際会計基準の取扱いに関

する意見書（中間報告）」を公表するに至りま

した。その中で，IFRS を上場会社の連結財務

諸表にまず先行して適用するという，いわゆる

「連結先行論」の考え方が示されたのです。ま

た，IFRS の適用時期については，2010 年 3 月

期から一部の企業に IFRS の任意適用を認める

こと，2012 年を目途として IFRS の適用につ

いて判断し，適用する場合には 2015 年または

2016 年から上場会社の連結財務諸表に IFRS

を強制適用するという方向が示されたのです。 

一方，金融庁は 2009 年 12 月 11 日に「連結

財務諸表の用語，様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」を公布し，任

意適用の対象会社，｢指定国際会計基準｣の設定，

並行開示，四半期報告書に係る取扱い，連結財

務諸表を作成していない特定会社の取扱いに

ついて定めました。 

 

10．適用延期に向けた姿勢の変化 

 2011 年 5 月 26 日，SEC からスタッフ・ペ

ーパーが公表されました(15)。その中で，IFRS

について米国が取り得る方策として，Adoption

ではなく，Incorporation（取り込み）という表

現を用いるとともに，Incorporation の方法と

して以下に示すようないくつかの選択肢があ

ることを示しました。 

①Condorsement アプローチを採用する。 

②特定日に，Endorsement 手続きを経ずに

IFRS をすべての企業に一度に採用する。 

③何年かかけて，IFRS を全ての企業に採用し

ていく。 

④IFRS の任意適用を認める。 

⑤Convergence を続ける。 

 このうち Condorsement という考え方は今

回の新提案であり，当面 Convergence を行い，
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その後 Endorsement するという考え方です。

ただし，①から⑤のうちどの選択肢をとるかは，

この時点ではまだ決定したわけではないとさ

れています。 

 2011 年 6 月 20 日，「読売新聞」の朝刊が「国

際会計基準 延期へ」という記事を掲載しまし

た。多くの読者にとっては驚きのスクープ記事

というべきものでありました。 

 読売新聞のスクープ記事が出た翌日の 2011

年 6 月 21 日，当時の自見庄三郎金融担当大臣

（民主党と連立政権を組んだ国民新党所属）が

「IFRS 適用に関する検討について」と題する

談話を公表しました。その中で自見大臣は，中

間報告が出され IFRS の任意適用が認められる

ようになったがその後国内外で様々な状況変

化が生じていると述べ，その状況変化として次

の事項を掲げています。 

・米国ワークプランの公表（2010 年 2 月） 

・IASB と FASB がコンバージェンスの作業の

数か月延期を発表（2011 年 4 月） 

・「単体検討会議報告書」の公表（2011 年 4

月 28 日） 

・産業界からの「要望書」の提出（2011 年 5

月 25 日） 

・米国 SEC の IFRS 適用に関する作業計画案

の公表（2011 年 5 月 26 日） 

・連合の 2012 年度重点政策（2011 年 6 月） 

・未曾有の災害である東日本大震災の発生 

・IFRS への影響力を巡る，アジアを含む国際

的な駆け引きの激化 

 そして，「一部で早ければ 2015 年 3 月期（す

なわち 2014 年度）にも IFRS の強制適用が行

われるのではないかと喧伝されているやに聞

くが，『少なくとも 2015 年 3 月期についての強

制適用は考えておらず，仮に強制適用する場合

であってもその決定から 5－7 年程度の十分な

準備期間の設定を行うこと，2016 年 3 月期で

使用終了とされている米国基準での開示は使

用期限を撤廃し，引き続き使用可能とする』こ

ととする。」としています。 

 この対応策は，東日本大震災を考慮すればや

むを得ないことであったと私も考えます。しか

し，それ以外の部分，とりわけ，デュープロセ

スを無視したやり方については，大変残念なこ

とであったと言わざるをえません。 

 

11．しばし態度保留の日本 

2012 年 7 月 13 日，SEC は，「米国への IFRS

取り込みに関する最終スタッフ報告書」を公表

しました(16)。その中で，IASB が公表した IFRS

を米国でそのまま適用する方法への支持は少

ないものの，単一の高品質でグローバルな会計

基準という目的に米国がコミットしているこ

とを示すことができる，別の IFRS 取り込み方

法には，潜在的に多くの支持が得られると考え

られる，としています。 

これを先取りする形で，企業会計審議会は

2012 年 7 月 2 日，「国際会計基準（IFRS）へ

の対応のあり方についてのこれまでの議論（中

間的論点整理）」を公表しました。この中間的

論点整理は，わが国における IFRS 対応につい

て新たな視点を提示するものではなく，議論の

とりまとめを行っただけのものでありました。

したがって，これにより何か日本の新たな方向

が示されることは期待しようもなかったので

す。 

 

12．任意適用拡大に向けたわが国の

動き 

IFRS 財団モニタリング・ボードは，先述の

ように，2013 年 3 月 1 日にプレスリリースを

公表し，モニタリング・ボードのメンバー要件

に言及しました。それによると，メンバーは高

品質の国際的な会計基準の策定の支援をコミ
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ットしなければならない，とされています。具

体的には，①法域（各国）の場における IFRS

の使用，および，②法域（各国）から IFRS 財

団への資金拠出，がその要件とされていました。

わが国の場合，②の要件は十分すぎるほど満た

していますが，①についてはやや心許ない現状

となっていたのです。 

IFRS 財団によるこの動きは，わが国に大き

な衝撃を与えました。危機感を抱いた日本経済

団体連合会は，2013 年 6 月 10 日に「今後のわ

が国の企業会計制度に関する基本的考え方～

国際会計基準の現状とわが国の対応」を公表し

ました。その中では，①日本基準の品質維持・

向上に向けた取組み，②IASB との関係強化，

③任意適用の継続と円滑な拡大，④IFRS の受

入れ手続きの明確化，⑤金融商品取引法開示の

連結への一本化，がうたわれ，IFRS を受け入

れることによる IASBとの関係維持という姿勢

を明確にしました。 

一方，自由民主党 企業会計に関する小委員

会も，2013 年 6 月 13 日に「国際会計基準への

対応についての提言」を公表し，①姿勢の明確

化，②任意適用の拡大，③わが国の発言権の確

保，④企業負担の軽減，をうたい，同じように

IFRS を受け入れることにより IASB との関係

を維持する姿勢を明確にしました。そこではさ

らに，自民党・日本経済再生本部の「中間提言」

（2013 年 5 月 10 日）にもある通り，取引所に

おいて，IFRS の導入，社外取締役の採用など，

経営の革新性等の面で国際標準として評価さ

れる企業から構成される新指数（「グローバル

300 社」<仮称>）の創設を早期に実現すべきで

ある，と指摘されています。 

 こうした動きを受けて，企業会計審議会は

2013 年 6 月 19 日に「国際会計基準（IFRS）

への対応のあり方に関する当面の方針」を公表

し，①IFRS 任意適用要件を緩和し，現在約 20

社に留まる任意適用企業を大幅に増やす，②日

本の実情に適合しにくい事項についてピュア

IFRS とは異なる「日本版 IFRS」を設定する，

③単体開示の簡素化を検討することに言及し

ました。 

 

13．任意適用拡大に向けた主体的 

取り組み 

 これまでの記述から明らかなように，この段

階までの日本は，IFRS について常に受動的対

応に追われてきたといえます。しかし，安倍政

権下でこれが能動的対応に変化し，主体的な取

組が見られるようになってきたのです。 

 

（1）自由民主党の「日本再生ビジョン」 

自由民主党・日本経済再生本部は 2014 年 5

月 23 日に「日本再生ビジョン」を公表しまし

た。7 項目の成長戦略の第 4「日本再生のため

の金融抜本改革」のうち，（5）「会計基準等，

企業の国際化，ルールの国際水準への統一」で，

コーポレートガバナンスや会計基準を含む企

業情報の開示ルールを早急に国際水準にそろ

えることが重要であるとし，①会計における

「単一で高品質な国際基準」策定への明確なコ

ミットの再確認，②IFRS の任意適用企業の拡

大促進，③JPX 新指数に採用された企業への働

きかけ，④東証上場規則における企業の IFRS

に関する考え方の説明の促進及び「IFRS 適用

レポート（仮称）」の作成，を提案しました。 

 

（2）安倍政権の「成長戦略」 

安倍政権は「成長戦略」を掲げ，2014 年 6

月 24 日に『「日本再興戦略｣改訂 2014―未来へ

の挑戦』を閣議決定しましたが，2015 年 6 月

30 日には改めて『｢日本再興戦略｣改訂 2015―

未来への投資・生産性革命』を閣議決定しまし

た。その中で，IFRS の任意適用企業の拡大促
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進に言及し，2008 年の G20 首脳宣言において

示された会計における「単一で高品質な国際基

準を策定する」との目標の実現に向け，IFRS

の任意適用企業の拡大促進に努めるものとす

る，と述べています。 

こうした流れを受けて，わが国でも IFRS 適

用に積極的な姿勢が見られるようになってき

ました。以下では，自民党・日本経済再生本部

の「日本再生ビジョン」で提案された諸項目の

うち，③JPX 新指数に採用された企業への働き

かけ，及び，④に含まれていた「IFRS 適用レ

ポート（仮称）」の作成について，その後の進

展を簡単にみておきます。 

 

（3）JPX 日経インデックス 400 

 「JPX 日経インデックス 400」は，（株）日

本取引所グループ／（株）東京証券取引所及び

（株）日本経済新聞社が，2014 年 1 月 6 日か

ら 400 銘柄について算出しているもので，東京

証券取引所のホームページではその狙いは次

のように記されています。 

「資本の効率的活用や投資者を意識した

経営観点など，グローバルな投資基準に求

められる諸要件を満たした，『投資者にと

って投資魅力の高い会社』で構成される新

しい株価指数を創生します。これにより，

日本企業の魅力を内外にアピールすると

ともに，その持続的な企業価値向上を促し，

株式市場の活性化を図ります。」 

 「JPX 日経インデックス 400」の銘柄選定に

際して，まず適格基準によるスクリーニングを

行い，次に，直近 3 年間の売買代金市場流動性

および選定基準日時点における時価総額とい

う指標によるスクリーニングを行って，全対象

銘柄の中から上位 1000 銘柄を選定します。そ

の上で，「定量的な指標によるスコアリング」

と「定性的な要素による加点」を行い，スコア

が高い順に 400 銘柄を選定し，構成銘柄とする

のです。その際，「定量的な指標によるスコア

リング」においては，3 年平均 ROE（40％），

3 年累積営業利益（40％），選定基準日時点に

おける時価総額（20％）の 3 項目が計算され，

「定性的な要素による加点」では，①独立した

社外取締役の選任（2 人以上），②IFRS 採用（ピ

ュア IFRS を想定）または採用を決定，③決算

情報英文資料の TDnet（英文資料配信サービス）

を通じた開示，3 項目を勘案してスコアの加点

を行うとされています。このように，「JPX 日

経インデックス 400」の銘柄選定においては，

IFRS の採用または採用の決定が重視されてい

るのです。 

 

（4）修正国際基準（JMIS） 

 企業会計審議会は，我が国における IFRS の

適用のあり方を審議し，2013 年 6 月に，「国際

会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する

当面の方針」（以下，「当面の方針」）を公表し

ました。この「当面の方針」の公表を受け，ASBJ

（企業会計基準委員会）は 2014 年 7 月 31 日

に「修正国際基準（国際会計基準と企業会計基

準委員会による修正会計基準によって構成さ

れる会計基準）」（JMIS）の公開草案を公表し，

デュープロセスを経て，2015 年 6 月 30 日に正

式に公表しました(17)。公表された修正国際基準

は，企業会計基準委員会による修正会計基準第

1 号「のれんの会計処理」，及び第 2 号「その

他の包括利益の会計処理」です。これらは，

IFRS の中でもわが国の企業が適用しにくいと

された項目についてわが国の考え方を反映し

たものであり，これにより，IFRS の適用を促

進しようとする狙いがあります。 
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14．IFRS 適用レポート 

 金融庁は，2015 年 4 月 15 日に『IFRS 適用

レポート』を公表しました(18)。公表に際し，金

融庁はホームページで次のように述べていま

す。 

「2014年 6月 24日に閣議決定された「『日

本再興戦略』改訂 2014」において，「IFRS

の任意適用企業が IFRS 移行時の課題をど

のように乗り越えたのか，また，移行によ

るメリットにどのようなものがあったの

か，等について，実態調査・ヒアリングを

行い，IFRS への移行を検討している企業

の参考とするため，『IFRS 適用レポート

（仮称）』として公表するなどの対応を進

める。」とされています。今般，IFRS 適用

レポートをとりまとめましたので公表し

ます。」 

 IFRS 適用レポートの目次は，（1）調査の経

緯・目的，（2）IFRS 任意適用企業の現状等，

（3）質問・ヒアリング調査の対象・方法，（4）

任意適用を決定した理由又は移行前に想定し

ていた主なメリット，（5）移行プロセスと社内

体制，（6）移行コスト（主としてシステム対応），

（7）会計項目への対応と監査対応・人材育成，

（8）まとめ，という構成となっています。そ

して，「（8）まとめ」では，今後，IFRS 導入を

検討している企業に関連して，大きく以下の 4

点がポイントとして挙げられる，としています

(19)。①IFRS 導入の最大のメリットとして，「経

営管理への寄与（経営管理の高度化）」を挙げ

ている企業が多いこと，②IFRS 導入のコスト

は，各企業の規模・導入目的によってまちまち

であり，多様性があること，③会計人材の裾野

の拡大，④IFRS への移行プロセスにあたり，

他社との連携や他社事例の分析を活用するこ

と。 

 

図１ 日本における IFRS 適用企業数及び時価総額推移（『IFRS 適用レポート』p.18） 
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Ⅲ わが国における会計の将来 

15．受動的対応の背景：会計文化の

衝突(20) 

 IFRS の導入をめぐっては，国・産業界・会

計士界・学界をあげて活発な議論がなされてい

ますが，有力企業の経営者の間でも著名な学者

の間でも賛否両論があり，方向が定まりませ

ん。意見が分かれるということ自体は，多くの

場合に社会が健全である証拠といえますが，日

本として意見が一つにまとまらない結果，大い

に国益を損なうことになっているのは見過ご

せないことです。 

 M&A といった短期的観点にたって公正価値

を重視するアングロ・サクソンの会計基準

（IFRS）は，製造業の長期的視点にたって原

価を重視する日本の会計基準には相容れない

という点も，IFRS 反対論の理由の一つとなっ

ています。 

 しかし，日本にとって会計基準の国際化が痛

みを伴うことは，ずいぶん以前から指摘されて

いたところであり，今に始まったことではあり

ません。会計学の書物ではないのですが，サミ

ュエル・ハンチントンの著名な『文明の衝突』

では，日本文明は日本一国のみで成立する「孤

立文明」とされています(21)。 

経営や会計の分野でも，日本特殊論ともいう

べき研究成果が公表されています。経営分野で

は，例えばホーフステッドの研究で，世界の経

営文化を位置づける中で日本の特殊性が明ら

かにされています(22)。この研究を基礎としてグ

レイは会計文化を論じ，日本の会計がアング

ロ・サクソンと相容れないと思われる状況を仮

説として展開しました(23)。さらにそれをもと

に，エディーの実証研究のように，日本の会計

の特殊性を明らかにしたものもあります(24)。 

こうした研究をベースに，私はかつて次のよ

うに述べたことがあります(25)。 

「会計・開示基準の国際的調和を実現する

ことは容易なことではない。会計・開示基

準の国際的相違が文化的な背景によるも

のであれば，調和を図ることはなおさら困

難となる。そのことを承知の上でなお，国

際的調和をめざすことこそが，今，求めら

れているといえよう。」 

これは今から 21 年前の 1994 年に書いたこ

とです。当時は「調和化」が話題であったのに

対し，今日ではさらに進んでコンバージェンス

（統合・収斂）やアドプション（採用・導入）

が話題になっています。しかし，「文化」の違

いはそう簡単に改まらないし，「痛み」もそう

簡単に変わるわけがないのです。その意味で

は，今日，議論されていることがらは「想定内」

のことがらにすぎません。今それが現実のもの

となっているだけであり，今になって驚くべき

ことでも，嘆くべきことでもないのです。 

現実の問題として見たときに，会計基準の国

際化が会計基準のアングロ・サクソン化を意味

するとすれば，日本にとって当然，それは痛み

を伴うことになります。だからといって，これ

を評論家的に否定しても現実の問題は何も解

決しません。それどころか，100 を超える国々

が IFRS を導入し，またはその方向に向かって

いるこの時期に，日本がアメリカの顔色を見な

がら IFRS の導入に逡巡するならば，日本は国

際的な信頼を失うだけであると危惧するので

す。 

 

16．国際標準化の下でのわが国会計

の課題 

では，国際標準化のもとで日本の会計はどの

ように生きていけばよいのでしょうか。経済で

は「追いつき追い越せ」でやってきました。そ

して，ついには欧米に追いついて経済大国と呼
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ばれましたが，結局は追い越せないままに終わ

っています。失われた 20 年，人口減少，アメ

リカ依存，中国の台頭，さらに英語圏でないこ

となどのため，日本はこれからも「追い越せな

い」と私は考えています。 

経済における存在感は会計にも影響します。

結局，日本は会計基準でも国際標準化の主導権

を取れないと思われます。であるとすれば，日

本の会計の課題は，「日本のアイデンティティ

を大切にしながら世界とどう向き合うか」，「消

極的であれ積極的であれ日本的な対応により，

特にアジア諸国から，どのように尊敬される会

計大国になるか」ということになります。 

 

17．IASB に見られる変化 

2001 年から活動を始めた IASB は，最初の

10 年間，新しい基準の開発に邁進しました。

引き続き次の 10 年を迎えるに当たり，IASB

は最初の 10 年の実績を踏まえて，その方針に

ついて関係者から広く意見を求めることとし

ました。例えば，アジェンダ・コンサルテーシ

ョン 2011 にその姿勢が現れています(26)。アジ

ェンダ・コンサルテーションに対して寄せられ

た意見にもとづき，今後取り組むべき会計基準

等を決定しようとしているのです。また，会計

研究に関連する部分でも，IASB には変化が見

られました。例えば「証拠にもとづく基準設定」

という行き方を，より強調するようになってい

ます。これは会計学との結びつきを示すものと

して注目されます。 

 

18．任意適用と修正国際基準の意義 

私は，任意適用と修正国際基準（JMIS）は

日本にとって大正解であったと考えています。

それは，日本が初めて受動態から能動態へと，

IFRS への対応姿勢を変えたからです。 

消極的意義ということになりますが，任意適

用により外国の圧力から解放されることが期

待されます。特にアメリカの当初案にもとづい

て，日本で任意適用が始められたのですから，

この点についてはアメリカも口を挟みにくい

はずです。積極的な意義としては，JMIS で日

本の立場を明確に表明したことがあげられま

す。仮に JMIS が採用されなくてもかまわない

のです。JMIS は，本来の IFRS を修正する手

がかりになる可能性すらあると考えられるか

らです。しかも，IFRS の任意適用の範囲は，

大企業のうち国際的に株主・投資家と向き合う

限られた数の企業のみで，圧倒的多数の中小企

業には関係がないという意味で限定的であり，

日本全体としての負担は軽く済むのです。 

とはいえ，日本が世界において存在感・発言

力を保つためには一定数の適用企業が必要で

すので，任意適用企業数を増やすことは正しい

選択であるといえるのです。 

 

19．7 つの会計基準を 3 つに 

 さまざまな会計基準が開発されてきた結果，

日本には現在，次の 7 つの会計基準が存在する

ことになっています。①企業会計基準，②IFRS

（指定国際会計基準），③修正国際基準（JMIS），

④米国 SEC 基準，⑤中小企業の会計に関する

指針，⑥中小企業の会計に関する基本要領，⑦

（仮に使用が認められるとすればであるが）中

小企業のための IFRS。 

 さすがに7つは多すぎます。私はこのうち①，

②，⑥の 3 つが残るのがいいと考えています。 

 

20．将来における IFRS の任意適用の

拡大 

 将来における IFRS の任意適用の拡大を見据

えて，私の考え方を簡略に示すと次の表 1 のよ

うになります。 
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表１ 将来における IFRS 任意適用の拡大イメージ 

 短 期 中 期 長 期 
適用対象企業 

 

「出島」論： 
上場企業のうち，

消費税率と同程度

比率の企業数 

東証 IFRS 部（私

案）に上場する企

業 

東証国際投資企

業部（私案）に上

場する企業 

適用企業数 60→100 社 300 社 1,000 社 
適用対象外企業 出島企業以外の多

数の企業 
東証日本基準部

（私案）に上場す

る企業 

東証国内投資企

業部（私案）に上

場する企業 
適用外企業の会計基準 企業会計基準 企業会計基準 企業会計基準 
中小企業の会計基準 基本要領 基本要領 基本要領 

 

21．わが国会計の将来 

わが国の会計の将来を見据えて，国際標準化

（当面は IFRS の任意適用）を積極的に，かつ

日本的に，進めることが肝要であると考えてい

ます。一方で，IASB による IFRS の開発に貢

献し続けることが欠かせません。また，一定数

の IFRS 適用企業を有するためには，グローバ

ル会計人材の育成が喫緊の課題です。グローバ

ル会計人材は，英語力をもち，会計の専門知識

を有するのはもちろんですが，それに留まらず，

異文化を受け入れることができるなど，人間と

しての総合力が問われます。このような資質を

もつ会計人材を育成しなければならないので

す。 

Ⅳ わが国における会計学の将来 

22．IFRS と会計研究 

2014 年 11 月にフィレンツェで開催された

IAAER（世界会計学会）の世界会議で，IASB

の Chungwoo Suh 理事（JAIAS 名誉会員）が

講演されました。講演のテーマは“The IASB 

and Evidence-informed Standard Setting: 

The Role of Academic Research”であり，証拠

に裏付けられた会計基準の設定を志向する点

で，会計研究の将来を展望する上で注目すべき

講演であったと思います。 

講演の中で，IASB の抱える問題点・課題と

して，以下の諸点が示されました。 

①公開草案の再公開（収益認識，リース，保険

契約，契約によらない負債など） 

②エンドースメント問題／IFRS 採用国から変

更の正当化の要求 

③政治の介入 

④FASB との共同プロジェクトにおける合意

の失敗 

そして，IASB が必要とする研究課題が，短

期的，中期的，長期的の 3 つに分けて提示され

ました。それをまとめたものが表 2 です。 

 

23．IASB による研究の奨励 

IASB はさまざまな形で研究を奨励していま

す。その一つに IASB Research Forum があり

ます。その第 1 回は 2014 年 10 月 2 日に「概

念 フレー ムワー ク」を テーマ として ，

Accounting and Business Research と連携し

てオックスフォード大学で開催されました。こ

れには 30 カ国から 50 の基準設定者，50 人の

会計学者が参加しました。第 2 回は 2015 年 10

月 11 日に“Consequences of IFRS for Capital 

Markets, Managers, Auditors and 

Standard-setters” を テ ー マ と し て ，

Accounting & Finance と連携して香港で開催

されます。 
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表２ IASB が必要とする研究課題 

区分  研究課題 
短期的  開示（IAS1 の修正，ファイナンシングによる負債の認識，重要性，開示

の原則）， 
料金が規制されている活動， 
共同支配下の企業結合， 
割引率， 
持分法， 
持分の性格をもつ金融商品， 
高インフレーション， 
ポートフォリオ・ヘッジ 

中期的 負債（IAS37 の修正）， 
業績報告， 
排出権取引のスキーム 

長期的 採掘 / 無形資産 / 研究開発， 
外貨換算， 
退職後給付， 
法人税，株式報酬 

24．IAAER による研究支援 

IAAER による研究支援として，以下に示す

ものがあります。 

①IAAER/KPMG Research informing IASB 

②IAAER/KPMG Research informing IAASB 

③IAAER/KPMG Research informing IAESB 

④ ICAS/IAASB/IAAER Research informing 

the IAASB Standard-Setting Process 

Program 

⑤ IAAER/ACCA/IIRC Research to support 

the further development of Integrated 

Reporting 

⑥IAAER Deloitte Scholars（日本は対象外） 

これは，途上国の有望な若手研究者を育成

するプログラムです。 

⑦IAAER Paper Development Workshop 

これは，博士論文をヨリ優れたものとして

完成させ，有力雑誌に掲載できるよう指導す

るという注目すべきプログラムです。 

このような状況をみて思うのは，日本の研究

態勢とは異質のことが世界では起こっている

と考えた方がよいということと，会計研究の国

際標準化から日本が取り残されている，という

構図です。 

 

25．国際派会計学者の必要性 

 以上を勘案して，私は，日本において国際的

に活躍できる会計学者が相当数必要であると

考えています。会計研究はアメリカが圧倒的に

強いです。そこで，有望な日本の若手研究者を

アメリカ等の海外の大学で育成することが考

えられます。また，国際的に通用する実証研究

では厳密な研究方法が求められるため，データ

ベースと統計学の修得が必須となります。 

さらに英語について言及しなければなりま

せん。英語で発信しなければ，世界では研究成

果が無いに等しい扱いとなることは，率直に認

めざるをえないのです。 

国際的に活躍するわが国の会計学者数を，期

待を込めて示したのが，表 3 です。 

国際派会計学者とは何かについてここでは

定義しないこととします。当面，国際学会で報

告する（報告論文がアクセプトされる，または

招待される）だけでもよいのです。しかし，長

期的目標としては「数＋質」が問われることに

なります。これについては 200 人という目標数
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表３ 国際的に活躍するわが国の会計学者数（期待） 

 短 期 中 期 長 期 

国際的に通用する会計学者数 50 人 100 人 200 人 

 

 

値を示しました。この数字は，報告するだけで

なく内容的にも通用する報告をすることがで

きる会計学者の数を示しており、決して小さい

人数ではありません。そのためにもグローバル

会計人材の育成が極めて重要となるのです。 

 

26．会計研究による国際貢献 

世界の会計研究では，いま，実証研究が主流

をなしています。実証研究があたかも会計研究

の国際標準であるかのような様相を示してい

ます。日本の会計研究については，これまでの

ところ，実証研究が強いとはいえません。しか

し，理論研究や歴史研究では日本が強みをもっ

ています。また，日本版概念フレームワークに

は重要な意義があります。 

会計学の世界では，各国の会計学者はやはり

アメリカを見ています。そこで，英語による研

究書・論文を出版し，英語で学会報告すること

が特に重要となります。また，世界各地で開催

される国際学会に参加することも，意味のある

ことです。 

 

Ⅴ グローバル会計人材育成の重

要性 
27．グローバル会計人材の育成を 

 この講演で，私は，日本にとってグローバル

会計人材の育成が重要であることを繰り返し

述べてきました。とりわけ，国際会計基準

（IFRS）やその他の国際諸基準との関係で，

これらに精通したグローバル会計人材の育成

という側面は重要なことです。 

また，世界で開催される会計学会を活用した

グローバル会計人材の育成も重要です。日本人

にとって身近な会計学会としては，世界会計学

会（IAAER），アメリカ会計学会（AAA），ヨ

ーロッパ会計学会（EAA），アジア会計学会

（AAAA），韓国会計学会（KAA），台湾会計学

会（TAA）その他がありますし，学会と並行し

て大学院生のために Doctoral Consortium が

開催されることもあります。さらに，IFRS 

Research Forum のような会合も開催されてい

ます。 

日本が単独で人材育成に取り組むことはも

とより大切なことですが，さまざまな機会に

「連携」によるグローバル会計人材の育成を図

ることもまた，大きな成果をもたらすと期待さ

れます。 

 

28．大学におけるグローバル会計 

人材育成の目標 

 最後に，大雑把ではありますが，大学におい

てグローバル会計人材の育成を考える場合に，

私が考えている一つの目標を示して講演を終

えたいと思います。それは表 4 に示されている

とおりです。 

 本日このような講演の機会を与えていただ

いたことに，あらためて感謝申し上げます。ご

清聴，ありがとうございました。 
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表４ 大学におけるグローバル会計人材育成の目標 

 短 期 中 期 長 期 
会計科目 会計大学院では IES（国

際教育基準）に適合する

会計科目を整備する 

会計大学院はもとより一

部の大学では学部でも

IES に適合する会計科目

を整備する 

すべての大学で IESに

適合する会計科目を整

備する 

国際教育 SGU（スーパーグロー

バル）を中心に一部の会

計学科目を英語で教育

する 

SGU（スーパーグローバ

ル大学）では IES 科目を

英語で教育する 

すべての大学で SGU
（スーパーグローバル

大学）並びに IES 科目

を英語で教育する 
研究方法 会計の研究方法に関す

る科目を提供する 
会計の研究方法に関する

科目を提供する 
会計の研究方法に関す

る科目を提供する 
留学（アメリカで会

計学の研究により博

士号を取得する日本

人の数） 

毎年 1 人 毎年 3 人 毎年 5 人 
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Ⅳ Summary of Articles 

 

Present State and Challenges of the International 
Integrated Reporting Framework - Principles- 
Based Approach, Comparability and National 
Jurisdictions - 

 

Kenichi Sota 

Kagoshima Prefectural College 

 

This paper examines the present state and 
challenges of Integrated Reporting 
Framework (hereafter “FW”) from three 
perspectives - the principles-based approach, 
comparability and jurisdictions with 
reference to preceding studies and case 
studies of integrated reports published by 
airline companies. 

When an attempt to shift to a new 
accounting standard or an information 
disclosure system occurs, the effects of such 
transition are limited in the beginning.  
This is also evident from the fact that the 
number of companies adopting IFRS was 
initially small but is growing every year.  In 
the case of the integrated reports discussed 
in this paper, the effects are also expected to 
magnify and become more certain as 
companies improve the contents and 
methods of disclosure in the process of its 
adoption. 

At the same time, the development process 
for setting standards can be accelerated by 
having multiple standard-setting bodies 
engaged in the standard development 
process, with bodies involved learning from 
each other’s accounting standard theories 
and the actual status of disclosure, it is 
expected that accounting regulations as a 

whole can evolve faster than having a single 
body handling the development process (i.e. 
improvement in usefulness). 

As far as the history of the establishment 
of the International Integrated Reporting 
Council indicates, the relationship of bodies 
involved in setting accounting standards in 
the context of international accounting 
regulations is one of competition and 
cooperation occurring simultaneously 
(co-opetition). Although such an 
environment will allow each country’s 
systems and FW based on a highly affinitive 
principles-based approach to manifest the 
benefits of becoming more easily accessible 
to cross jurisdictions, this paper notes that 
the comparability of integrated reports 
resulting from such benefits may decrease.  

The results of the case studies imply that 
future challenges may include the necessity 
for quality assurance of integrated reports.  
Since disclosing optimal information on 
corporate entities to various stakeholders 
and securing comparability are subject to a 
trade-off relationship, it is desirable in the 
future to improve guidelines for the 
preparation of FW or integrated reports 
through the accumulation of best practices. 
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Distinction between Liabilities and Equity in 
IASB 

 

 

Jumpei Yamada 

Meiji Gakuin University 

 

 

In this paper, I will discuss how the 

distinction between liabilities and equity is 

made in IFRSs and what is the focal point in 

the distinction. 

The distinction between liabilities and 

equity has long been discussed in IASB. 

However, it cannot be solved yet. It is not 

simply the problem of the distinction on 

balance sheet, but the problem of how much 

net income is measured on profit and loss 

statement. 

In IFRSs, the distinction between 

liabilities and equity is made basically by the 

definition of the components in the 

conceptual framework. However, the 

distinction is made exceptionally by the 

fixed-for-fixed condition and puttable 

financial instruments condition. These rules 

including exceptional rules are complex and 

difficult to understand, and cannot be easily 

explained. Therefore, various proposals have 

been made about the distinction, but there is 

no efficient solution by now. 

Then, I will consider why the distinction 

cannot be made easily. First, in IFRSs, it is 

not clear to which classes of investors net 

income are attributable. When the 

distinction between liabilities and equity is 

made, it is important to determine to whom 

net income is attributable. Second, in IFRSs, 

the definition of liabilities that the liabilities 

are the obligation to deliver economic 

resources is strictly applied. So like puttable 

financial instruments, there are many 

exceptional rules. 
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A Study on the Development and Convergence of 
Accounting for Leases 

 

 

Jun Hishiyama 

Senshu University 

 

 

The purpose of this paper is to (1) describe 

the development of accounting standards for 

leases in IASC and IASB, (2) provide an 

overview of IASB’s new leases accounting 

model referred as a right of use model, (3) 

clarify the characteristics, and (4) 

investigate the influence on convergence of 

the model in Japan. 

We arrive at conclusions that; 

1. Current accounting model for leases in 

IASB is criticized for failing to meet the 

needs of users of financial statements 

because it doesn’t require for lessees to 

recognize assets and liabilities arising 

from operating leases. 

2. IASB’s new leases accounting model 

referred as a right of use model 

requires lessees to recognize assets and 

liabilities for the rights and obligations 

created by leases. Though this model 

will result in a more faithful 

representation of lessee’s assets and 

liabilities, it slightly leaves a room for 

arbitrary operation. 

3. By analyzing accounting policy of 

Japanese companies at 1993 

accounting standard, it can be 

concluded that almost all of the 

companies prefer exception handling 

which recognizes finance leases as 

operating leases with arbitrary method. 

Therefor it is important not to accept 

an exceptional method as a result of 

convergence of accounting standard for 

making the accounting information 

useful. 
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Potential Impact of the IASB’s Proposed 
Conceptual Framework on Accounting for 
Impairments 

 

 

Yoshinori Kawamura 

Waseda University 

 

 

This article discusses accounting for 

impairments of long-lived assets, including 

goodwill, form the viewpoint of the proposed 

conceptual framework issued by the 

International Accounting Standards Board 

in May 2015. 

I start the discussion with reviewing 

accounting requirements set forth by IFRS, 

U.S. GAAP and Japanese GAAP. I also 

review the concepts described by the 

proposed conceptual framework in the 

chapters of objectives of financial reporting, 

qualitative characteristics of accounting 

information, elements of financial statement 

items, and measurements. Based on the 

review, I summarize that the proposed 

conceptual framework tends to be adjusted 

more for conservatism. Moreover, I discuss 

the issues of the delayed recognition of 

impairments and the management’s 

discretion in determining the recognition of 

impairments, which are found or suggested 

by academic literature. 

Finally, I discussed the opportunities to 

amend accounting standards for impairment 

to make them more conservative, based on 

the proposed conceptual framework and the 

issues found or suggested by academic 

literature. 

 
 
 
 
 
 
 
 



83 

International Standardization and the Future of 
Accounting Systems / Research 

 

 

Kazuo Hiramatsu 

Kwansei Gakuin University 

 

 

Currently, international standardization is 

pushed forward in many domains of 

accounting, such as International Financial 

Reporting Standards (IFRS), International 

Standards on Auditing (ISA), International 

Education Standards (IES), International 

Public Sector Accounting Standards (IPSAS), 

International Integrated Reporting 

Standards (IIRS), and Code of Ethics for 

Professional Accountants (CEPA). Among 

them, IFRS may be most widely recognized. 

It is thought that Japan, whose cultural 

background greatly differs from that of 

Europe and the US which produced IFRS, 

does not or cannot take initiative for the 

international standardization of accounting 

standards. Japan changed the posture until 

now depending on the trends of EU, the US, 

and the IFRS Foundation, and showed 

passive correspondence for IFRS. However, 

under the Growth Strategy of the Abe 

Administration in particular, Japan takes 

the active correspondence recently for IFRS 

by making an effort for the expansion of the 

voluntary application of IFRS and by 

announcing original Japan’s Modified 

International Standards (JMIS). 

It is vital for Japan to promote the further 

expansion of IFRS voluntary application, 

and to continue contributing for the 

development of IFRS. In order to have 

certain number of IFRS applying companies, 

we must bring up global accountants who 

can play an active part in accounting practice. 

And, in order to contribute for accounting 

research, we must bring up the researchers 

who can wrestle with the research agenda 

which IASB shows to promote evidence- 

informed standard setting. 

The global accountants are the persons 

who have English skills and who can accept 

different culture, as well as having the 

technical knowledge of accounting. It is 

expected that they have the collective 

strength as the human beings. Tasks for 

Japan are to struggle straight forward (and 

by Japan Way) with international 

standardization and globalization of 

accounting systems / practice and accounting 

research, and to bring up the global 

accountants who can cope with the 

globalization. If Japan cannot work on these 

problems, it cannot become a country which 

is respected by foreign countries (Asian 

countries in particular) in the times when 

globalization rapidly and widely advances. 
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Ⅴ 諸規則 

 

編集委員会規則 
 

国際会計研究学会編集委員会 
2011 年 12 月 14 日決定 

 
（趣旨） 

第 1 条 会則第 3 条第 2 項による編集委員会の運営は，本規則によって行うものとする。 

 

（構成） 

第 2 条 編集委員会は，委員長，委員および幹事で構成する。 

2 委員長は，会長が指名し理事会の承認を求める。 

3 委員および幹事は，委員長が指名し直近に開催される理事会の承認を求める。 

 

（任期） 

第 3 条 委員長の任期は 3 年とし，会長の任期を超えない。再任は妨げない。 

2 委員および幹事の任期は 3 年とする。再任は妨げない。 

 

（業務内容） 

第 4 条 編集委員会は，『国際会計研究学会年報』（以下，『年報』という。）の編集および発行

に関する業務を担当する。 

2 編集委員会は，本学会の会員に対して原稿の募集を行う。また，必要に応じて原稿

の執筆を依頼することができる。 

3 編集委員会は，原稿の枚数，内容等によって，その掲載を拒否ないし制限すること

ができる。 

 

（年報の発行） 

第 5 条 『年報』は，原則として，年 2 回発行するものとする。 

 

（掲載内容） 

第 6 条 『年報』に掲載する論文および報告等は，次のものとする。 

（1）編集委員会の募集による会員の原稿（以下，「応募原稿」という。） 

（2）編集委員会が依頼する以下の原稿（以下，「依頼原稿」という。） 

① 特定のテーマについて執筆されるもの 

② 国の内外の学会動向や年度総括的なもの 
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③ 研究グループ報告 

④ その他 

 

（執筆者の資格） 

第 7 条 前条による応募原稿の執筆者は本学会の会員（院生会員を含む）に限る。ただし，編

集委員会が認める場合は，その限りでない。 

 

（査読制度） 

第 8 条 第 6 条（1）の自由論題応募原稿には，査読を付するものとする。 

   ただし，統一論題応募原稿はその限りではない。 

2 査読制度の運営は，別に定める「査読制度に関する申し合わせ」による。 

3 査読による審査を受け，掲載が決定した応募原稿には，編集委員会がその旨を明記

する。 

 

（著作権） 

第 9 条 『年報』に掲載された原稿の著作権は，本学会に帰属するものとする。 

 

附則 本規則の改廃は編集委員会において委員の過半数の賛成によって行い，理事会の承認を

得なければならない。 
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査読制度に関する申し合わせ 

 

国際会計研究学会編集委員会 
2011 年 11 月 21 日決定 

 
一 査読者の決定 

1 編集委員会委員長（以下，「委員長」と略す。）は，応募原稿の査読担当候補者を選出す

るための編集小委員会を設けることができる。 

2 編集小委員会は，委員長ならびに委員長が指名した編集委員会委員（以下，「委員」と

略す。）および編集委員会幹事（以下，「幹事」と略す。）で構成する。 

3 編集小委員会は，各応募原稿につき査読担当者候補 3 名を選定し，編集委員会に諮る。

なお，査読担当者候補 3 名のうち 1 名は委員でなければならない。 

4 編集委員会は，編集小委員会の提案をもとに査読担当者を決定し，査読を依頼する。 

5 編集小委員会を設けない場合には，編集小委員会の業務は編集委員会が行う。 

二 査読手続 

1 査読担当者は，二 2 に規定する査読評価の基準および二 3 に規定する査読方針に従い査

読を行い，二 4 に規定する査読結果およびそれに至った判断理由を回答期日までに委員長

宛に書面にて報告する。 

2 応募原稿の査読にあたっては，次の査読評価の基準により評価を行う。 

（1）有用性：学界等に貢献があり，論文を公表することに意義がある。 

（2）新規性：論文として新規性および独創性がある。 

（3）信頼性：構成が論理的であり，表現についても適切である。 

3 応募原稿の査読にあたっては，次の査読方針により評価を行う。 

（1）「有用性」あるいは「新規性」に優れている場合には，積極的に採択する方向で検討

する。 

（2）査読結果として「修正の上，掲載可」とする場合には，応募原稿執筆者がどの部分を

どのように修正すれば掲載可とされるのかを具体的かつ明瞭に指示する。 

（3）「新規性」について問題がある場合には，既発表文献を引用するなどして具体的に指

摘する。 

（4）査読担当者は，確認できない内容や事実に関しては，応募原稿執筆者に追加的な説明

を求めることができ，査読担当者はその説明に基づいて評価を行う。 

（5）再査読にあたっては，前回の査読結果との論旨の一貫性を保持する。 

4 応募原稿の査読結果は，次の（1）から（5）のいずれかを選択する。 

（1）無修正掲載可                  5 点 

（2）語句等の一部修正の上，掲載可          4 点 
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（3）趣旨に変更のない修正の上，掲載可        3 点 

（4）趣旨に影響する修正が必要であり掲載は厳しい   2 点 

（5）掲載不可                    1 点 

三 掲載論文の決定と原稿の修正 

1 編集委員会は，査読担当者から委員長に報告された査読結果を基にして，査読担当者 3

名全員が査読結果 5 点である論文を掲載対象論文として決定し，当該論文の執筆者にその

旨を伝える。それ以外の論文については三 2 に従って掲載対象論文の仮決定を行う。 

2 掲載対象論文の仮決定は，原則として，査読担当者 3 名のうち少なくとも 2 名の査読結

果が 3 点以上であることを条件とする。ただし，他の 1 名の査読担当者の査読結果が 1 点

である場合には，この限りではない。 

3 編集委員会は，三 2 で仮決定された論文執筆者に対して回答期日までに査読担当者の指

摘事項につき修正するよう依頼する。 

4 査読担当者 3 名のうち委員である査読担当者が修正結果について確認し，編集委員会に

報告する。 

5 編集委員会は，三 4 の報告結果に基づいて掲載の決定を行う。 

6 編集委員会が指定した期日までに修正論文の返送がない場合には，投稿を辞退したもの

と見なす。 

四 同一執筆者による複数原稿応募の取扱い 

同一執筆者が複数の原稿を応募する場合には，第 1 著者としての原稿の投稿は 1 論文に限

る。同一執筆者を第 1 著者としない複数論文の投稿は制限しない。ただし，複数論文について

査読担当者が掲載を可としても，複数論文を掲載対象論文とするかどうかは委員会で決定す

る。 

 

附則 本申し合わせの改廃は，委員会の過半数の賛成によって行う。 
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『国際会計研究学会年報』執筆要領 

 

国際会計研究学会編集委員会 
2011 年 11 月 21 日決定 

 
1．表紙 

 表紙には，論題，執筆者名，所属および肩書き，論文要旨（日本語（横 30 字×縦 25 行以

内）を記載します。 

 

2．原稿の様式 

 応募原稿は，MS Word による横書きで，B5 版，横 40 文字×縦 37 行とし，余白は上 25mm，

下 20mm，左・右 20mm をとります。原稿は，原則として刷り上がり 15 頁前後とします。

ただし，編集委員会が妥当と認めた場合には，制限頁数を超えることができます。 

日本語は MS 明朝，英語は Times New Roman とします。見出し，図，表の題目は MS ゴ

シック（太字）とします。漢字，ひらがな，カタカナ以外の文字（例えば，数字，アルファベ

ット）は半角にしてください。文字化けを避けるために，特殊なフォント文字は使用しないで

ください。フォントサイズ等は次のとおりです。 

  論題              14 ポイント センタリング 

    執筆者名         11 ポイント   右寄せ 

    所属        11 ポイント   右寄せ 

    論文要旨          10 ポイント   左寄せ 

    本文              11 ポイント   左寄せ 

  見出し            12 ポイント   左寄せ 

  注（文末）        10 ポイント   左寄せ 

  参考文献          10 ポイント   左寄せ 

 

3．スタイル 

 本文の節，項等については，以下のようにしてください。 

    （1 行空き） 

    Ⅰ 見出し 

    （1 行空き） 

   本文 

  1．見出し 

   本文 

   （1）見出し 
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      本文 

    注 

  参考文献 

 

4．表記 

 現代仮名遣い，当用漢字，新字体を使用してください。接続詞（および，ならびに，また，

ただし等）についてはひらがなを，数字についてはアラビア数字を使ってください。また，外

国人名については原語により表記してください。なお，本文の句読点は，句点（。）と読点（，）

とします。 

 

5．図表 

 図と表は必要最小限にとどめ，それぞれ通し番号（図 1，図 2，表 1，表 2･･･）を付すとと

もに，簡単な見出しをつけてください。 

 

6．引用および注 

 文献を引用するための注については，本文の該当個所に次の様式で記載してください。 

［例］（Sprouse and Moonitz［1962］，pp. 23-24）（年号については西暦を，表記にあたって

は半角文字を使用してください）。また，人名の表記において日本人については姓のみとし，

頁の表記においてドイツ語文献については S を，和文献については頁を使用してください。

なお，上記の表記法においては区別ができない場合には，人名については Sprouse, R. T.また

は高須教夫のようにフルネームに，年号については年号に a, b を付してください。 

 説明のための注については，本文の末尾に一括して記載してください。なお，かかる注につ

いては本文の該当個所に（1），（2）のようにルビ上ツキで示してください。 

 

7．参考文献 

 研究に引用した文献（論文，著書，URL 等）のリストを本文の最後に，和文献と洋文献を

区別せず，著者名のアルファベット順に次の様式で記載してください。 

  ・和書 著者名［出版年］『書名』出版社名。 

  ・論文（和） 著者名［出版年］「論文名」『雑誌名』第○巻第○号，○-○頁。 

  ・洋書 family name, personal name［出版年］，書名，出版地（または出版社名). 

  ・論文（洋） family name, personal name［出版年］，“論文名,”雑誌名，Vol.○，No.○，

pp.○-○.（ドイツ語文献等については Vol, No, pp 部分を適宜変更してください） 

  なお，personal name については R. T.のように省略してください。また，論文の頁数につ

いては当該論文のフルページを記載してください。さらに，出版年については西暦で記載して

ください。 

 著者が複数の場合，日本人については中野常男・高須教夫・山地秀俊のように，外国人につ

いては Sprouse, R. T. and M. Moonitz のように記載してください。 
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 論文が著書の 1 章に該当している場合，和書については 

   著者名［出版年］「論文名」編著者名編［出版年］『書名』出版社名，○-○頁。 

洋書については 

   family name, personal name［出版年］，“論文名,” in family name, personal name（ed.）

［出版年］，書名，出版地（または出版社名），pp.○-○. 

としてください。 

 訳書については，原著書を使用しない場合には和書に準じた取扱いをしてください。原著書

を使用する場合には，原著書について洋書として記載した後に，括弧書きで訳書を記載してく

ださい。［例］Littleton, A.C.［1933］，Accounting Evolution to 1900, New York（片野一郎

訳［1978］『リトルトン 会計発達史（増補版）』同文舘出版). 

 なお，編著，訳書については，それを引用文献として実際に使用する場合を除いて［出版年］

の記載は必要ありません。ただし，その場合には，編著，訳書の出版地（または出版社名）に

続いて出版年を記載してください。 

 

8．その他 

 書式の統一を図るため，文章，仮名遣いなどについて，編集委員会が修正することがありま

す。 

 

9．英文要旨 

 論題，執筆者名，所属および肩書き，論文要旨（英語，1 頁以内）を記載します。 

以上 
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編集後記 

 

本号は，第 6 回西日本部会（2015 年 8 月 1 日，熊本学園大学）と第 6 回東日本部会（2015

年 12 月 19 日，明治大学）で発表された報告のうち，統一論題の応募論文 4 篇（及び解題 1

篇，コメント 1 篇）と記念講演が掲載されている。統一論題の応募論文は査読を経ずに掲載し

ている。 

本号の発刊にあたり，編集委員の先生方には，学会の発展のために多大のご貢献をいただい

た。また，編集委員会幹事の仁川栄寿先生（中部大学）には，編集作業すべてにわたり委員長

を補佐し，発刊までこぎつけていただいた。これら諸先生のご貢献なくしては無事発刊できな

かったことであろう。ここに，深い謝意を表したい。 

 

編集委員長 柴 健次  
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